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Ⅳ．今後の市場環境の変化を踏まえた公正競争環境の
検証の在り方等

(1) 公正競争環境の検証の在り方

(2) 今後の市場環境の変化等を踏まえた競争ルールの枠組み

検討項目の概要

■ ＩＣＴは、国民の日常生活や経済活動の重要な基盤となっており、産業としても、全産業の市場規模の約１割を占めるとともに、我が国の
経済成長の１／３以上に寄与する成長のエンジンである。

■ 国民生活の利便性向上、経済活性化、我が国の国際競争力の強化等を実現する上で、ブロードバンドの普及促進が重要な課題となっ
ており、そのためには市場環境の変化に応じて適切な競争政策を講じることが必要である。

■ 総務省は、２００９年１０月より「グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース」を開催し、その取りまとめ等を踏まえ、２０１５
年頃を目途とした全世帯でのブロードバンド利用を目標に掲げ（「光の道」構想）、その実現に必要な施策及びその取組スケジュールを取
りまとめた「基本方針」及び「工程表」を策定・公表した。

■ 本件は、電気通信を取り巻く市場環境の変化を踏まえ、ブロードバンドの普及促進のための競争政策の在り方について検討を行うもの
である。

Ⅰ．ＮＧＮのオープン化によるサービス競争の促進

(1) 中継局接続機能のオープン化

(2) 収容局接続機能のオープン化

(3) アクセス回線におけるサービス競争の現状

(4) 通信プラットフォーム機能のオープン化

(5) ＮＧＮの段階的発展に対応したアンバンドルの考え方

(6) ネットワークの移行に伴う事業者間協議の在り方

Ⅱ．モバイル市場の競争促進

(1) ネットワークレイヤーのオープン化

(2) プラットフォーム・端末レイヤーのオープン化

Ⅲ．線路敷設基盤の開放による設備競争の促進

(1) 電柱・管路等の使用に関する手続の簡素化・効率化等

(2) マンション向け光屋内配線の開放

(3) 地中化エリア等への対応

(4) 鉄塔等の更なるオープン化
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固定通信市場と移動通信市場において、設備競争とサービス競争のバランスを図りながら、競争政策を推進。

競争ルール検討の基本的枠組

コンテンツ配信事業者等

移動通信市場

コンテンツ配信事業者等

光
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）

固定通信市場
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光
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（
他
社
）
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西
）

ＮＴＴ東西の

ＮＧＮ

ＮＴＴ東西の

ＰＳＴＮ

他社

ＰＳＴＮ

他社

ＩＰ網

ＦＴＴＨ
ＩＰ電話等

電話等電話等

ＦＴＴＨ

ＡＤＳＬ

ＩＰ電話等

管路、とう道、電柱等

※ＮＴＴ東西のＡＤＳＬは、
地域ＩＰ網で提供

鉄塔等

ＮＴＴドコモ
中継網

ＫＤＤＩ
中継網

ソフトバンク
中継網

ｲｰ･ｱｸｾｽ
中継網

ＭＶＮＯ

光
回
線

（Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
）

光
回
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Ｔ
Ｔ
東
西
等
）

光
回
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（Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西
）

電話

データ通信

電話

データ通信

電話

データ通信

電話

データ通信

電話

データ通信

①線路敷設基盤
の開放等による
設備競争の促進

②ＮＧＮのオープン化による
サービス競争の促進

③モバイル市場
の競争促進

④今後の市場環境の変化等を踏まえた公正競争環境の検証・担保の在り方等

2020年頃から、計画的移行
を開始。2025年頃完了

※その他、ＰＨＳ事業
者、ＢＷＡ事業者も
事業展開

二種指定 二種指定

禁止行為
一種指定 一種指定

光
回
線

（Ｎ
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東
西
等
）

光
回
線
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Ｔ
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等
）

光
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Ｔ
Ｔ
東
西
等
）
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Ⅰ．ＮＧＮのオープン化によるサービス競争の促進
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ＮＴＴのネットワークの推移と競争ルールの整備状況（概要①）

2000年～ 2004年～ 2008年3月～

(1997年11月～)
 接続の義務化、指定電気

通信設備制度の導入

(2000年～）

 長期増分費用方式の導入、
ＰＳＴＮ各種機能（例：ＧＣ、ＩＣ
接続）のアンバンドル

 メタル回線（ラインシェアリン
グ・ドライカッパ）アンバンド
ル

(2001年～）

 地域ＩＰ網（収容局接続機能）
のアンバンドル

 加入光ファイバ（シェアドアク
セス・シングルスター）アンバ
ンドル

(2004年9月～）
 ひかり電話網一種指定化
(2005年2月～）
 ひかり電話網非一種指定化

(2005年4月～）

 番号ポータビリティ機能のアンバンド
ル

(2004年4月～）
 一種・二種事業区分廃止
 (ＮＴＴ東西を除く）)料金・契約約款の

事前届出制廃止、接続協定の届出義
務廃止

(2008年4月～）

 ＮＧＮ（収容局接続機能・中継局接続機能・ＩＧＳ接
続機能等）アンバンドル

 ひかり電話網一種指定化

地
域
Ｉ
Ｐ
網

ひ
か
り
電
話
網

ＰＳＴＮ

ひ
か
り
電
話
網

ＰＳＴＮ

地
域
Ｉ
Ｐ
網

ＰＳＴＮ

地
域
Ｉ
Ｐ
網

光ファイバ
回線メタル回線

ＰＳＴＮ ＮＧＮ

■ NTT東西は、音声通信を提供するＰＳＴＮ網を中心に、ＩＰプロトコルを用いたデータ通信、光ＩＰ電話を実現するネットワークを順
次追加しながら通信ネットワークを発展させてきたところ、2008年3月からは、これまでのＰＳＴＮや地域ＩＰ網などに加え、音声・
データ通信統合網としてのＮＧＮ（次世代ネットワーク）を構築・普及させてきた。

■ 総務省は、多様なサービスの提供、料金の低廉化の実現という目的を実現する公正競争環境を整備するため、第一種指定電
気通信設備であるＮＴＴのネットワークの推移に応じ、コア網・アクセス網の必要な機能のアンバンドルなど、適時適切に競争
ルールを策定してきたところ。

これまでのネットワークの変遷
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ＮＴＴのネットワークの推移と競争ルールの整備状況（概要②）

地域ＩＰ網からＮＧＮへのマイグレ－ション（※１）

(2011年度～2012年度（※２））
移行期 マイグレ完了後

(2025年）

（※１）地域ＩＰ網及びひかり電話網からＮＧＮへのマイグレー
ション（Ｂフレッツなどアクセス網に光ファイバーを使った
サービスを中心に移行。アクセス網にメタル回線を用いる
フレッツＡＤＳＬサービスなどは当面移行しない）。

（※２）マイグレーションの一部は２０１３年度まで継続。

Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ

地
域
Ｉ
Ｐ
網

ひ
か
り
電
話
網

ＮＧＮＮＧＮＮＧＮ
Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ

計画的な移行の影響を受ける利用者や事業者を減らすことが円滑な移行に資するとの観点から、
ＰＳＴＮでの公正競争環境を維持・発展させるためにどのような競争ルールを整備する必要があるか

■ こうした中、ＮＴＴは、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に関する概括的展望を昨年１１月に公表。計画的マイグレーション自体は2020
年頃に開始するとされており、ＰＳＴＮや地域ＩＰ網などを長期にわたってＮＧＮへ巻き取っていくこととなる。他方、アクセス回線
のマイグレーションの考え方については直接的には示していない。

■ このような状況は、競争事業者やユーザにとって、どういった接続機能やサービスがいつ廃止され、ＮＧＮにおいてどういう代替
サービスがいつ提供されるのか判然とせず、予見可能性は必ずしも高いとはいえない。

今後のネットワーク（想定）

5



NGNに係る接続ルールについて

■ NTT東西のＮＧＮは、2008年3月に情報通信行政・郵政行政審議会答申に基づき、第一種指定電気通信設備として必要な接
続ルールが整備されている（現在は、収容局接続機能、ＩＧＳ接続機能、中継局接続機能、イーサネット接続機能の４機能につ
いて、コストベースでの接続料を設定）。

NTT東西
PSTN

収容
ルータ

ＧＷ
ルータ

関門
交換機

他事業者
ＩＰ網

収容局接続

ＩＳＰ接続

ＩＳＰ網

ＮＮＩ

ＮＮＩ

ＮＮＩ

ＮＮＩ

ＳＮＩ

コンテンツ配信事
業者等のサーバ

ＮＴＴ東西
ユーザ

競争事業者
アクセス回線

ＮＴＴ東西
アクセス回線
（光ファイバ）

競争事業者
ユーザ

他事業者
音声網

（固定・携帯）

※その他、イーサネット接続も存在

◎ ◎

ＩＧＳ接続
◎

◎

中継局接続

ＳＩＰサーバ

ＮＴＴ東西・
ＮＧＮ

平成２３年度
接続料

中継局
接続機能

収容局
接続機能

ＩＧＳ
接続機能

接続料
算定方式

将来原価方式
（１年間）

将来原価方式
（１年間）

将来原価方式
（１年間）

ＮＴＴ東日本
541.7万円

（10Ｇポート・月）
146.9万円
（装置・月）

5.00円
（3分）

ＮＴＴ西日本
654.2万円

（10Ｇポート・月）
217.8万円
（装置・月）

5.73円
（3分）
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加入
光ファイバ

回線

加入
光ファイバ

回線

中継
ルータ

NTT
東西
NGN

他社
0ABJ
IP網

NTT
東西
NGN

他社
0ABJ
IP網

NTT
東西
NGN

他社
IP網

ＰＳＴＮ・メタル回線等とＮＧＮ・加入光ファイバ回線のオープン化の状況①

アクセス回線 コア網

ＰＳＴＮ・
ﾒﾀﾙ回線

・
地域IP網

ﾒﾀﾙ回線
等

ドライカッパ
（電話）

ドライカッパ
（ＤＳＬ）

ラインシェアリング
（ＤＳＬ）

ＧＣ接続 ＩＣ接続 収容局接続

—

ＮＧＮ・
光ﾌｧｲﾊﾞ

加入光ファイバ

１芯単位での
貸出し

加入光ファイバ

１芯単位での
貸出し （該当する機能

なし）
（該当する機能

なし）

中継局接続

（ＮＴＴ東西のみ利用）

収容局接続

—

競争事業者か
ら出されてい

る要望等

加入光ファイバ
分岐単位での貸出し

加入光ファイバ
分岐単位での貸出し

ラインシェアリング
（光ファイバ）

ＧＣ接続類似機能

— —

フレッツサービスの
アンバンドル

NTT
東西
PSTN

メタル
回線

他社
PSTN

NTT
東西

地域IP網

メタル
回線

他社
IP網

メタル
回線

他社
IP網

NTT
東西
PSTN

ＧＣ

NTT
東西
PSTN

ＩＣ
NTT
東西
PSTN他社

PSTN

他社
PSTN NTT

東西
地域ＩＰ網

他社加入
光ファイバ回線

加入光
ファイバ回線

NTT
東西
NGN

他社
IP網

他社加入
光ファイバ回線

■ ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ及びメタル回線においては、アクセス網におけるドライカッパ、ラインシェアリング、コア網におけるＧＣ・ＩＣ
接続機能等のアンバンドルにより、競争事業者は多様な形態での参入が可能。これにより、直収電話、ＤＳＬ、マイライン等の多
種多様な競争的サービスの提供がなされている。

NTT
東西
NGN

NTT
東西
NGN

他社
0ABJ
IP網

NTT
東西
NGN

他社
IP網

他社
IP網

NTT
東西
NGN

他社
IP網

音声 データ 音声 データ

音声・
データ

音声 データ音声・
データ

データ音声

加入
光ファイバ

回線

加入
光ファイバ

回線

加入
光ファイバ

回線

NTT
東西
NGN

加入光
ファイバ回線

収容
ルータ
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中継局接続機能のオープン化

■ 今後ネットワークのマイグレーションが進展し、ＩＰ網同士の接続が増加すると想定される（「PSTNからIP網への移行＝IGS接続
から中継局接続への移行」）。

サービス 利用者料金 接続事業者

ひかり電話以外
の中継局接続

サービス（QoSあり)

ひかり電話以外
の中継局接続

サービス（QoSなし）

ひかり電話
(高音質・TV電話)
※データコネクト

定額＋従量
現状では
NTT東西間
のみ接続

ひかり電話
（標準音質）

定額＋従量
現状では
NTT東西間
のみ接続

地域ＩＰ網 ＮＧＮ

設定単位 料金 設定単位 料金

中継局接続機能
東：１Ｇポート
西：１Ｇ装置

東： 18万円
西：101万円

東：１０Ｇポート
西：１０Ｇポート

東：542万円
西：654万円

収容局接続機能

東：１０Ｇポート
西：１０Ｇ装置

東： 67万円
西： 98万円

東：１Ｇ装置
西：１Ｇ装置

東：147万円
西：218万円

東：１Ｇポート
西：１Ｇ装置

東： 18万円
西：101万円

東：100Ｍポート
西：100Ｍポート

東： 10万円
西： 23万円

東：ＡＴＭポート
西：ＡＴＭポート

東： 11万円
西： 13万円

東：ＩＳＤＮポート
西：ＩＳＤＮポート

東： 0.5万円
西： 0.3万円

平成２３年度
適用料金（月額）

地域ＩＰ網とＮＧＮの接続料・設定単位 中継局接続の利用が想定されるサービス

セキュリティや通信品
質確保の仕組みづくり
が必要なため、現時
点では、ＳＩＰをベース
とした０ＡＢ－Ｊ番号に
よる接続に限定（ＮＴＴ
東西）

■ＮＧＮへのマイグレを進めている
地域ＩＰ網では中継局接続として
１Ｇメニューが存在（ＮＧＮ中継局接続
を利用しているＮＴＴ東西自体も、現時点
では平均トラヒックは１Ｇ未満であるが、

ピーク時には１Ｇを超える場合もある）。

■ＮＧＮでは地域ＩＰ網と同様「定額
接続料」を採用しているが、現在提
供されているユーザサービスは全
て「定額＋従量」料金（中継局接続へ
の移行が想定されるＩＧＳ接続は従量制

（５．００円／ＮＴＴ東））。

■現在はＳＩＰサーバを介したQoS
サービス（0AB-J光ＩＰ電話）のみイ
ンターフェースを整備。中継局接続
を介したベストエフォートサービス
等を提供できない（ベストエフォートの
フレッツ光はＩＳＰ接続を通じて提供）。
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IP-IP接続に係る課題

■ 電話網のＩＰ化予定

17社/22社

IP化済み
(5社)

5年以内
(9社)

IP化予定なし
(1社)

IP化未定
(4社)

15年以内
(3社)

電話系接続事業者
41社中、22社が回答

■ ＩＰ網同士の直接接続の希望時期

10年以内
(1社)

時期未定
(6社)

実施有無は
未定
（6社）

5年以内
(4社)

5社/17社

ＮＴＴ東西が実施した事業者アンケートの結果（H23年1月）

① インターフェースの標準化・通話品質
・ end～endの通話品質確保の整理が必要 ５社

② 番号ポータビリティ
・ 双方向番ポ（IP網⇔IP網、PSTN⇔IP網）の実現方式の整理が必要
・ 片方向番ポ（NTT東西⇒他社０ABJ）の維持が必要
・ 事業者共通の番号情報DBの整備が必要

８社

③ 特番呼等の接続
・ 1XYとの接続維持を要望（緊急通報、災害時伝言ダイヤル、天気予報等）
・ 着信課金サービス等（0AB0機能メニュー、00XY付加サービス）の接続維持を要望

８社

④ POI設置の複数化
・ 都道府県単位といった現行PSTNと同様に複数POIの設置を要望 ５社

⑤ IP網同士の直接接続への移行方法
・ 移行期におけるIP接続とPSTN接続の併存期間は短い期間が望ましい
・ IP接続への切替方法について二重設備等が必要にならないような方法を要望

５社

⑥ 事業者間の接続形態
・ NGNでも様々な事業者と接続可能となるしくみを確保してほしい（ハブ機能）
・ SIP接続における事業者間精算のためのしくみが必要（多数事業者接続の実現）

７社

⑦ 費用負担の在り方
・ 接続設定方式の見直しが必要（「ビル＆キープ方式」、「ぶつ切り方式」等）
・ POI建設工事費や網改造料等の費用負担の在り方の整理が必要

８社

■ 提示された課題

■ 現在、NTT東西及び接続事業者が設置するネットワークのIP化が進展しているが、音声通話に関しては、ＩＰ網同士の直接接
続は実現されておらず、IP電話のパケットを一度アナログ信号に変換した上で接続している。

■ 今後、NTT東西を含む各事業者間は、音声通話に関してもIP網同士の直接接続を進めていくこととしているが、IP網同士の直
接接続には、インターフェースの標準化、事業者間の接続形態、費用負担の在り方など、複数の課題が提示されている。
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北海道

青森

岩手秋田

山形 宮城

福島

茨城栃木群馬

千葉埼玉

東京

新潟

長野

山梨

神奈川静岡愛知

岐阜

富山
石川

福井

三
重

滋賀

京都

奈良

兵
庫

大阪

鳥取

岡山

島根

広島

山口

香川

徳島

愛媛

高知

福岡

大分

宮崎

佐賀長崎

熊本

鹿児島

沖縄
ＮＴＴ東日本エリアＮＴＴ西日本エリア

和歌山

地域IP網（ひかり電話網） NGN

収容局接続
NTT東日本：約１４００ビル
NTT西日本：約１２００ビル

NTT東日本：約２０００ビル
NTT西日本：約１３００ビル

中継局接続
NTT東日本：1ビル （東京）
NTT西日本：1ビル （大阪）

NTT東日本：２ビル （東京、群馬）
NTT西日本：２ビル （大阪、愛知）

IGS接続※
NTT東日本：４１ビル
NTT西日本：５５ビル

NTT東日本：４１ビル
NTT西日本：５５ビル

「中継局接続等を含めて、多種多様な事業者が様々な形態で接続を行
い創意工夫を活かしたサービスを提供するためには、接続が容易な箇所
にPOIが設置されることが望ましい。このため、現行の接続ルールを審議し
た１９９６年答申（※）を踏まえ、NTT東西においては、過度の経済的負担に
ならない限り、事業者の要望に応じて適時適切にPOIの設置を行うことが

適当」 （※）技術的に接続可能なすべての第一種指定電気通信設備上のポイントに
おける接続が提供されていること

Ｎ
Ｇ
Ｎ
答
申

■現在のPOIは東京など大都市に限

定。地域事業者より、①伝送路費
用の負担や②東京での輻輳の影響
を受ける等の不利益を被る可能性
から、他事業者との公平なサービ
ス競争に支障を来す懸念が示され
ている（ＩＧＳ接続に係るＰＯＩは４１ビル

（ＮＴＴ東）、５５ビル（ＮＴＴ西）） 。

■ＮＧＮ答申において「過度な経済
的負担にならない限り、事業者の
要望に応じて適時適切にＰＯＩの増
設を行うことが適当」とされている
が、これまで事業者の要望はな
かったことから、中継局接続に係る
ＰＯＩは増設されていない。

■ＮＴＴ東西からは、電話網移行円
滑化委員会における追加質問へ
の回答において、「ＰＯＩ新設につい
て他事業者から要望が寄せられた
場合には協議に応じ、実現の可否
について検討していく」との考え方
が示されている（注）。

（注）①ＰＯＩ新設には各ＰＯＩビルで事業者間接続用のゲートウェイルータ（ＧＷＲ）の新設が必要
となること、②当該ＰＯＩビルに設置するルータに接続トラヒックが集中すること、から、他事業者
からの要望を踏まえつつも、極力ルーターや伝送路の増設が少なく、効率的なネットワークを維
持できるよう、できる限り呼が集約できる場所をＰＯＩの新設場所としていきたいとの考え方も示し
ている。

収容局ルータＰＯＩ設置県
中継局ルータＰＯＩ設置県

POIまで
伝送路費用の
負担が必要

地域事業者

地域事業者

※IGS接続のうち、実際に他事業者との接続が行われているのは東26ビル、西42ビル。
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機能

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

機能別ポート実績
トラヒック比

需要
平成23年度

接続料
機能別ポート実績

トラヒック比
需要

平成23年度
接続料

収容局
接続機能

①網終端装置 （ISP）

75.16％
収容ルータ装

置数
(2,742)

146.9万円 65.51％
収容ルータ

装置数
(1,599)

217.8万円②網終端装置 （VPN）

③収容ルータ（SNI・ベストエフォート）

中継局
接続機能

⑥ゲートウェイルータ
（ひかり電話以外のＱｏＳ通信）

0.45％
ＧＷルータ
ポート数(4) 541.7万円 0.63％

ＧＷルータ
ポート数(4) 654.2万円

⑦ゲートウェイルータ
（ひかり電話・標準音質/高音質）

ＩＧＳ接続機能 ⑧メディアゲートウェイ 19.92％
通信時間
通信回数

5.00円
（3分間）

26.96％
通信時間
通信回数

5.73円
（3分間）

未アンバンドル機能 4.47％ 6.9％

合計 100.0％ 100.0％

トラヒック全体の約半分

収容局接続機能のオープン化

■ ＮＧＮの収容局接続機能は他事業者による接続の実績はまだないものの、各機能に係る接続料を算定根拠（ポート実績トラヒック比）から見た場合、
当該機能のトラヒックが約３分の２を占めている（ＮＴＴ東西とISP事業者の間の接続（ISP接続）によるトラヒックで見ると半分前後）。

■ ISP接続においては、ISP事業者の提供するサービスとＮＴＴ東西の提供するフレッツ光ネクストはいわゆる「ぶつ切り料金」となっており、フレッツ光
ネクストのユーザ料金については（各種割引料金の設定を含め）ＮＴＴ東西が料金設定を行い、ISP利用料はＩＳＰ事業者が料金設定を行っている。

■ これは、NTT東西によると、フレッツ光ネクストのユーザは、複数のISP事業者を切り替えて利用することやISP事業者と接続せずにNGN内に閉じた
サービスを利用することが可能となっており、特定のISP事業者向けに接続先を限定することができない仕様となっているため、特定のISP事業者向
け接続料設定に技術的な問題があること等によるものである。

各機能に分類
されるポートの種類

IPv４メニュー（トンネル方式） IPv６メニュー（トンネル方式、ネイティブ方式）

ＩＳＰ利用料 ＩＳＰ事業者が設定 ＩＳＰ事業者が設定 ※「ぶつ切り料金」となって
おり、フレッツ光ネクストの
ユーザ料金についてはＮＴ
Ｔ東西が料金設定を行い、
ISP利用料はＩＳＰ事業者が
料金設定を行っている。

ＩＳＰ事業者が設定 ※「ぶつ切り料金」となって
おり、フレッツ光ネクストの
ユーザ料金についてはＮＴ
Ｔ東西が料金設定を行い、
ISP利用料はＩＳＰ事業者
が料金設定を行っている。

フレッツ光
ネクスト
利用料

ＩＳＰ事業者が設定不可
（ＮＴＴ東西による料金設定）

ＩＳＰ事業者が設定不可
（ＮＴＴ東西による料金設定）

フレッツ光ライト フレッツ光ネクスト フレッツ光ネクスト
ライトプランの

提供なし
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ＮＴＴ
東西

ＮＴＴ
東西

競争
事業者

終端
装置

中継
ルータ

収容
ルータ

競争事業者の
ＩＰ網

フレッツ光サービスのアンバンドル

●ＮＴＴ東西のフレッツサービスの卸メ

ニュー（接続料原価は、「フレッツサービス

に係るコスト－営業費」等を想定）。

●ＮＧＮは、特定の
接続事業者向け
に接続先を限定で
きない。
－利用者は通信

毎に接続事業者
を切り替えて通信
可能

－利用者はＮＧＮ
内の閉域サービ
スを利用可能

ＮＴＴ東西の意見

収容
ルータ

ＮＴＴ東西の
ＮＧＮ

中継
ルータ

終端
装置 ◎

光回線１芯

接続事業者から示されているサービス競争促進に関する提案

収容局接続機能

加入光ファイバ

ＦＴＴＨ（フレッツ光）サービスアンバンドル
（例：キャリアズレート）

利用実績なし１芯で十分なユーザ数を
獲得することが困難との指摘

ＩＳＰ網NTT‐NGN

■ アクセス回線における設備競争の現状（後述）や、フレッツ光サービスの市場シェアや低額料金メニューの登場といった市場環
境を踏まえ、フレッツ光ネクストサービスのアンバンドルという形でのサービス競争の提案がなされている。

現行のＮＧＮにおけるＩＳＰ接続と同等の形態において、接続事業者がエンドエン
ドでの料金設定を可能とするものであれば、アクセス（光）と中継網（ＮＧＮ）が一
体となったサービス単位のアンバンドルメニューを次善の形態として実現するこ
とも検討に値する【ＥＡ】

■NTT東西のFTTHサービス（フレッ
ツ光サービス）は、コア網である
NGNとアクセス網である加入光
ファイバを一体として活用する形で
提供されており、約７５％の市場
シェアを有する（光サービスに係る事
業収支は、NTT東は２２年度に黒字化、
NTT西も２３年度に黒字の見込み）。

■ＮＴＴ東日本は、６月１日より、光
ブロードバンドサービスのより一層
の普及拡大と利用促進に向け、エ
ントリユーザ向けサービスとして、
二段階定額料金の低額光ブロード
バンドサービス「フレッツ 光ライト」

の提供を開始（ＮＴＴ西も本年度中に

提供見込み）。
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アクセス回線におけるサービス競争の現状

１配線ブロックあたりの平
均戸数

ＮＴＴ東日本：約５０

ＮＴＴ西日本：約４０

ＮＧＮ

他事業者網

光ファイバ回線
（シェアドアクセス）

他事業者網

メタル回線
（ドライカッパ）

ＰＳＴＮ

光ファイバ１芯あたり収容
数（局外スプリッタ単位）

８ユーザ

メタル回線１芯あたり収
容数

１ユーザ

１固配あたりの平均戸数

ＮＴＴ東西：約３００

■ 光ファイバ回線（シェアドアクセス方式）は原則として配線ブロック単位、メタル回線（ドライカッパ方式）は固配単位での設備構
築がなされている。

■ＮＴＴ東西の光アクセス回線は，初期投資コスト抑制の観点からPON方式を採用してお
り，NTTビル内に４分岐光スプリッタ，NTTビル外に８分岐光スプリッタを設置

■光ファイバの敷設・配線にあたり、全国を「配線ブロック」（１の局外スプリッタでカバー
する区画）と呼ばれる区画に分けて管理

← 隣りのき線点へ き線点

地下ケーブル

架空ケーブル

引込線

架空ケーブル

引込線

局外ＳＰ

配線ブロック

固配

局外ＳＰ

固配と配線ブロックのイメージ

ＮＴＴ
ビル

← 隣りのき線点へ

き線点

地下ケーブル

架空ケーブル

引込線

架空ケーブル

引込線

クロージャー

固配

クロージャー

ＮＴＴ
ビル
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アクセス回線におけるNTT東西の設備構築状況とサービス競争の関係

■ 競争事業者からは、配線区域内の世帯数が過少なケース
があり、競争事業者が効率的にユーザーを集められず事実
上の参入障壁となっているとし、適切な配線区域内世帯数の
確保（※１）、競争が成立する程度の適正世帯数への拡大が
求められている（※２）。

（※１） 低限、ＮＴＴ東・西が目安としている区域内世帯数（ＮＴＴ東：約50世帯、ＮＴ
Ｔ西：約40世帯）

（※２）光配線区域情報の透明性担保と運用ルールの改善も求められている

■ＮＴＴ東西からは、競争セーフガード等において、以下のと
おり説明がなされている。
 現行の光配線区域は、当社の効率的な設備構築及び保守運用

の観点から設定しているもの
 他事業者が光配線区域の大きさを自由に設定されたいということ

であれば、スプリッタ及びスプリッタ下部の配線ケーブルや引込線
等を各事業者が自前で敷設することにより実現可能

 １つの光配線区域で２～３ユーザを獲得すれば、他事業者は
FTTHを用いて、ADSL並のユーザ料金を十分実現可能

１配線ブロックあたりの平均戸数
ＮＴＴ東日本：約５０
ＮＴＴ西日本：約４０

■１配線ブロックあたりの戸数が多い場合（例：６０戸）

ブロードバンド利用率（３
割）及びＮＴＴ東西のＦＴＴ
Ｈシェア（７５％）を考慮す
ると、現時点、他事業者
のユーザ数は４．５戸と
想定

配線ブロック・・・
１の局外スプリッタ（８分岐）でカ
バーする区画のこと。

ブロードバンド利用率（３
割）及びＮＴＴ東西のＦＴＴ
Ｈシェア（７５％）を考慮
すると、現時点、他事業
者のユーザ数は１．５戸

と想定

光スプリッタ収容率を向上させるためには，光スプリッタのカバーするエリア，
つまり配線ブロックの規模を拡大することが有効．ただし，単純に配線ブロック
規模を拡大しただけでは，光スプリッタからユーザ宅までのドロップ光ファイバ
配線距離が長くなり，逆に開通工事稼働を増加させる。

【ＮＴＴ技術ジャーナル2006年12月（抜粋）】

き線点

地下ケーブル

架空ケーブル

引込線

架空ケーブル

引込線

局外ＳＰ

配線ブロック

固配

局外ＳＰ

固配と配線ブロックのイメージ

局外ＳＰ

局外ＳＰ

■１配線ブロックあたりの戸数が少ない場合（例：２０戸）

委員限り
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光ファイバの展開エリア情報、配線ブロック情報の提供

区分 情報開示項目 具体的内容 実施方法

事業展開に必
要な概略情報

中継光ファ
イバ設備の
状況・今後

の計画

提供可能区間
提供可能な光ファイバ設備の区間（NTTビル
間）を列挙

区間単位に列挙

事業者向け
HPによる開示

（無料）

全芯線数 区間毎に存在する光ファイバの芯線数 区間毎に列挙

未利用芯線の状況
区間毎の未利用芯線数の状況をランク表示
（A～D) 区間毎に列挙

敷設計画 光ケーブル敷設計画を表示（時期も提示） 区間毎に列挙

光ファイバ
設備に関す
るビル情報

位置情報及び端末系/中継系
光ファイバ設備の設置状況

光ファイバ設備の設置状況及び収容ビル住
所

NTT収容ビル毎に列挙

光ファイバ設備提供事業者数
光ファイバ設備を提供している事業者数及び
（端末系における）配線盤の有無

NTT収容ビル毎に列挙

端末系光
ファイバ設
備の状況・
今後の計画

敷設エリア 敷設エリア、敷設予定エリアの住所（町丁目） 町丁目毎に列挙

設備構築に必要な
概略情報

光ファイバ設備の詳細情報 光ファイバ設備の全芯線数、未利用芯線数 区間単位に調査し回答

人手による
個別調査
（有料）

光配線区域情報
光配線ブロック毎のカバーエリアの住所（町
丁目番地号）

ビル単位に調査し回答

設備環境
空調の空き容量、電源・UPSの空き容量、コロ
ケーション場所における二重床の有無

ビル単位に調査し回答

■ NTT東西は、光ファイバに関し、事業展開に必要な概略情報、設備構築に必要な概略情報について、競争事業者に対し、以下
のとおり情報開示を行っている。

実際の提供可否は
個別申し込みの後

に調査し回答

【平成２３年度以降の加入光ファイバ接続料に係る認可条件（抜粋）】

接続事業者によるダークファイバ（シェアドアクセス方式）利用の円滑化に資するよう、光ファイバのエリア展開情報の迅速な提供、
配線区画情報の提供に係る円滑化及び透明化向上に関し、必要な取組を行うこと。
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接続事業者から示されているサービス競争促進に関する提案

ＮＴＴ
東西

ＮＴＴ
東西

収容
ルータ

終端
装置

ＧＣ接続類似機能のアンバンドル

●ＰＳＴＮのＧＣ接続と同様、 も加入者寄

りのルータを利用しつつアクセス網として

光ファイバを利用する形態。
（接続料原価は、収容ルータと光ファイバのコスト）

終端
装置

中継
ルータ

ＮＴＴ東西の
ＮＧＮ

●収容ルータ上
部に振り分けス
イッチの開発、
導入が必要

●また、オペレー
ションシステムの
開発等が必要

●コストがかさみ、
低廉なサービス
提供に支障 等

ＮＴＴ東西の意見

◎

中継
ルータ

収容
ルータ

光回線１芯

競争事業者の
ＩＰ網

光のファイバシェアリング

ＮＴＴ
東西

ＮＴＴ
東西

終端
装置

終端
装置

●既存の集約スイッチを利用し、メタルのラ

インシェアリングと同様に、音声はＮＴＴ東

西、ネットサービスは競争事業者が提供す

る形態。

収容
ルータ

中継
ルータ

ＮＴＴ東西の
ＮＧＮ

収容
ルータ

ネットサービス

音声

光回線１芯

●ＯＳＵ上部に事業者
振分け装置が必要

●ユーザ単位に公
平にパケットを送る
ための機能も必要

●利用者宅にも新た
な装置が必要

●コストがかさみ、低
廉なサービス提供
に支障 等

ＮＴＴ東西の意見

競争事業者の
ＩＰ網

中継
ルータ

ＮＴＴ
東西

ＮＴＴ
東西

終端
装置

終端
装置

●放送波を通信波に重畳する形で光ファイ

バ回線を共有（フレッツテレビ）する場合と

同様、異なる周波数帯を確保し、追加的な

通信波を重畳してサービスを提供する形態。

収容
ルータ

中継
ルータ

ＮＴＴ東西の
ＮＧＮ

収容
ルータ

ネットサービス

音声

光回線１芯

●追加的な通信用の
周波数について、国
際標準化されたもの
はない

ＮＴＴ東西の意見

競争事業者の
ＩＰ網

中継
ルータ

波長重畳接続機能のアンバンドル

◎ ◎

競争
事業者

ＮＴＴ東西
・

競争事業者

ＮＴＴ東西
・

競争事業者
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ＦＴＴＨサービスにおけるＯＮＵの開放の在り方について

■ 接続事業者からは、ONUの機能を多様化することで様々なサービスが提供できるよう、自社仕様のＯＮＵについてもユーザ宅
内でＮＴＴ東西の加入光ファイバへ接続できるよう要望がよせられている。

■ 現在、接続事業者は、独自のＯＳＵを設置すれば独自のＯＮＵを設置することは可能であるが、ＮＴＴ東西のサービスであるフ
レッツ光については、ユーザがＯＮＵを設置することは認められていない。これは、ＮＴＴ東西によると、ＯＮＵとＯＳＵが協調して
動作することで同一芯線内に複数ユーザの通信を同時に流しているため、ＯＮＵを開放すると同一芯線内の全てのユーザの通
信に支障が生じるおそれがあるためとされている。

• 現状、接続事業者がＮＴＴのＯＳＵを利用する場合、独自のＯＮＵを設置することができず（端末非開放）、端末ベンダも自由に
参入できない状況

• ＦＴＴＨ市場の需要拡大にあわせ、ＯＮＵについても多様な提供モデルの実現を促進すべき（アクセスの同等性の問題の一環と
して整理を図るべき）

• 具体的には、ＮＴＴのＯＳＵ及びＯＮＵの仕様を公開し、技術基準を満たす全てのＯＮＵを接続可能とすべき

2011年6月14日 合同公開ヒアリング ソフトバンク資料

UNI

NGN

NGN

ISP - ONU

UNI

NTT - ONU

開放前

開放後

UNIの位置が移動
する。

ONUを開放した場合

ISP

ISP

＜端末開放済みのサービス＞

アナログ電話、携帯電話、PBX、ボタン電話、MODEM、FAX、IP電話、IP‐PBX、IPボタン電話、VoIPゲート
ウェイ、IP‐FAX、ポケベル、ISDN用端末、ルータ、専用線用端末

独自仕様に基づく
多様なサービスの

提供のニーズ

事業用電気通信設備 端末設備

ADSL

ISDN

アナログ回線

分界点

ＩＧＳ ＧC

MＧ

MＧ

中継RT

収容RT ＯＳＵ ＯＮＵ

ＳＰ ＳＰ
ＤＳＬＡＭ

ＳＩＰ

宅内ＲＴ
VoIPアダプタ 電話

ＩＰ電話

ＩＰ電話

電話
電話

電話

デジタル電話

ＤＳＵ

ＴＡ

Modem
宅内ＲＴ PC

PC

０
Ａ
Ｂ
～
Ｊ

０
Ａ
Ｂ
～
Ｊ

０
５
０

Ｐ
Ｓ
Ｔ
Ｎ

Ｎ
Ｇ
Ｎ

FTTH

・
・

開放にあたり、技
術的課題を整理
することが必要
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ＰＳＴＮ
（共通線信号網利用機能）

ＮＧＮ

通信プラットフォーム機能のオープン化（ＮＮＩのオープン化）

ＧＣ
交換機

ＧＣ
交換機

ＩＣ
交換機

ＩＣ
交換機

ＧＣ
交換機

信号用交換機

信号用交換機

信号用交換機

信号用交換機

収容
ルータ

収容
ルータ

中継
ルータ 中継

ルータ

中継
ルータ 中継

ルータ
中継

ルータ
中継

ルータ

中継
ルータ 中継

ルータ

収容
ルータ

収容
ルータ

ＳＩＰサーバ ＳＩＰサーバ

■ ＮＧＮの中継局接続においては、通信事業者のネットワーク相互間でＳＩＰ信号のやりとりを行い、契約者相互間の通信を確立する仕組みとなって
いるが、競争事業者からは、0AB-JIP電話音声呼をやりとりするため、ＳＩＰサーバの帯域制御機能のみを通信プラットフォーム機能としてアンバン
ドルするよう、要望がなされている。

■ ＰＳＴＮにおいては、他事業者網とＮＴＴ網との接続を前提に、他事業者が通信サービスを一貫して提供するため、ＮＴＴ網内の音声通信等を制御す
る信号を送受する機能（例：共通線信号網利用機能）がアンバンドルされている。

■ また、ＰＳＴＮにおいては、このような共通線信号網利用機能を用いて自らのネットワークを持たない事業者が着信課金サービス等を提供できるよう
、接続事業者からのルーティング指示に基づいてＮＴＴ網内で通信をルーティングさせる機能はあるが、ＮＴＴ網内の通話品質や通話帯域を制御す
る機能はアンバンドルされていない。

【当該機能を利用する事業者】 ＫＤＤＩ、ソフトバンクテレコム、フュージョン・コ
ミュニケーションズ、ケイ・オプティコム、ＱＴＮＥＴ、ＳＴＮＥＴ、ＵＣＯＭ、ぷらら、Ｎ
ＴＴコミュニケーションズ、ウィルコム

→ 現在ＮＧＮ網内の折返し通信はＮＴＴ東西のみが
提供可能（他事業者は提供不可）。

【ＮＴＴ東西】

帯域制御機能や認証・課金機能等の
通信プラットフォーム機能は、国際標
準が定まっていない。具体的な接続
要望もない。まずは要望事業者による
要望内容の具体化が必要

→ ＰＳＴＮ内の折返し通信について、本機能を利用する
他事業者においても提供（制御）可能。

（ＮＴＴ東西を除き）ＩＰ網同士の直接接続の実績なし

現在 今後？

制
御

制
御

制
御

制御

連携

連携

連携

ＮＴＴ ＰＳＴＮ 他事業者 ＰＳＴＮ ＮＴＴ ＮＧＮ
他事業者 ＩＰ網
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ＮＧＮ・通信プラットフォーム機能のオープン化に係る見解の比較

接続事業者等の見解 ＮＴＴ東西の見解等

Ｓ
Ｎ
Ｉ

の
オ
ー
プ
ン
化

①既存のサービス（フ
レッツキャスト）の改
善

■大口事業者ユーザを対象とした料金体系と
なっており、小規模企業にとって使い易いも
のとなっていない

■「フレッツキャスト」を提供することでＳＮＩは
オープン化している

■更なるオープン化は、具体的アイデアをいた
だいた上でよく議論していきたい

②新しい機能のオー
プン化・サービスの
提供

■上位レイヤー企業にとってはＳＮＩの充実が
重要だが、現状は不十分。更なるオープン
化が必要（他方、どういう形でのオープン化が望まし
いか具体的に接続事業者側から示すのは困難）

■更なるオープン化は、具体的アイデアをいた
だいた上でよく議論していきたい

③オープン化の進め
方

■ＮＴＴ東西が主導すべき
（できるところからＮＴＴ自身でオープン化すべき）

■事業者から具体的な要望を行うべき

（具体的な要望があれば事業者間で協議を進める
考え）

Ｎ
Ｎ
Ｉ

の
オ
ー
プ
ン
化

(

N
G
N
答
申
時
の
主
張
含
む
）

④ＮＧＮのＳＩＰサーバ
に実装されている
機能のアンバンドル

■セッション制御機能等について、オープン化
すべき（あわせてＳＮＩを通じても使えるよう
にすべき）

■当該機能はプラットフォーム機能（アプリケー

ション／サービスサポート機能）に該当する機
能ではなく、通信（伝送）制御機能として一
体的に提供されるもので、一部機能だけをア
ンバンドルして提供することは困難

⑤ＮＧＮのＳＩＰサーバ
に実装されていない
機能のアンバンドル

■課金認証機能をＮＧＮに実装し、オープン
化すべき（あわせてＳＮＩを通じても使えるよ
うにすべき）

■課金認証機能はＳＩＰサーバに実装していな
い（ＳＮＩの外の事業者が実装した上で、ＮＧＮ
と連携することを想定）

■プラットフォーム機能は、具体的な要望があ
れば事業者間で協議を進める考え
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地域ＩＰ網 ＮＧＮ

サービス 料金 サービス 料金

地域
（※１）

フレッツ・v6キャスト
（ユニキャスト・

ベストエフォート型）

１００Mbps 西： ４５万円
地域

１Ｇbps 西： １６０万円

広域
（※２）

フレッツ・v6キャスト
（ユニキャスト・

ベストエフォート型）

１００Mbps 西： ８０万円

広域
（※３）

フレッツ・キャスト
（ユニキャスト・

ベストエフォート型）

１００Ｍbps 東： ８０万円
西： ８０万円

１Ｇbps 西： ３００万円

２００Ｍbps 東： １６０万円
西： １６０万円１０Ｇbps 西：１，３００万円

フレッツ・ドットネットEX
（ユニキャスト）

１００Mbps 東： ８０万円 ３００Ｍbps 東： ２４０万円
西： ２４０万円

１Ｇbps 東： ３００万円 １Ｇbps 東： ２８０万円
西： ２８０万円

フレッツ・キャスト
（ユニキャスト・
帯域確保型）

１Ｇbps 別途問い合わせ

（※１）ＮＴＴ西が指定する収容ビル（各県ごとに１つ）
（※２）ＮＴＴ東西が指定するビル（ＮＴＴ東：大手町ＦＳビル、ＮＴＴ西：大阪北ビル）
（※３）ＮＴＴ東西が指定するビル（ＮＴＴ東：霞が関ビル、ＮＴＴ西：大阪北ビル）

（シングルクラス：月額）

通信プラットフォーム機能のオープン化（ＳＮＩのオープン化）

■ 競争事業者からは、「現状のＳＮＩなどの通信プラットフォームを構築するインターフェースは、ＮＧＮが持つごく一部の機能を公開
しているだけであり、高額かつＮＴＴ東西の局舎での接続という大規模利用を想定したもの。より簡単に、小規模サービスから利
用可能な、使いやすいインターフェースの公開を希望」され、自発的なオープン化が求められているのに対し、ＮＴＴ東西からは
「通信サービスを実現するために必要な帯域制御機能等を包含した通信機能は備えているが、通信機能とは別に独立したプラッ
トフォーム機能は具備していない」「具体的な要望があれば検討したい」との見解が示されている。

■ ＮＧＮのＳＮＩメニューである「フレッツ・キャスト」と地域ＩＰ網におけるＳＮＩメニューに相当する「フレッツ・ｖ６キャスト」について、サー
ビス内容を比較すると以下のとおり。ＮＧＮにおいては各県内に限定した配信が可能となる「地域メニュー」がなく、ＮＴＴ東西全域
への配信が可能となる「広域メニュー」に２００Ｍbps、３００Ｍbpsといったメニューが追加されている。

■ 地域ＩＰ網では１０Ｍｂｐｓでのコンテンツ配信プラットフォーム機能を提供する「フレッツ・オンデマンド」等が存在。また、地域ＩＰ網
やＮＧＮの外部にあって課金・認証機能等を提供する「フレッツ・まとめて支払い」サービスも存在。

地域ＩＰ網で提供され、ＮＧＮで
提供されていないサービス（例）

（機能面）
■ フレッツ・オンデマンド
■ フレッツ・スクエア（サーバ接続サー

ビス）
→フレッツ網内のコンテンツ配信プラット

フォームを利用してコンテンツ配信事
業者が映像、音楽等を配信（１０Ｍbps
からメニューあり）

地域ＩＰ網及びＮＧＮにおけるフレッツ・キャスト相当サービス

■ フレッツ・まとめて支払い

→有料情報サービス提供事業者の

サービス料金をＮＴＴ東西の請求書に
合算して請求する等のサービス（課
金・認証・請求・精算等のｻｰﾋﾞｽ）

地域ＩＰ網・ＮＧＮの外部で提供
されているサービス（例）
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第一種指定電気通信設備の機能に係る情報開示について

①プログラム又はデータを書き換える機能

②トラヒック測定機能

③課金機能、料金計算機能（事業者間精算料金を除く）

④監視機能、制御機能

⑤公衆電話の料金を即時に収納するための機能

⑥指定設備を設置する事業者の特定の業務の部門のみに接続する

機能（１１３等）

⑦利用者が端末から利用条件を設定・変更するための機能

（カスタマーコントロール機能）

⑧番号案内機能（他事業者との接続機能を除く）

⑨ルータにより符号を交換する機能

⑩デジタル加入者回線アクセス多重化装置により多重化を行う機能

⑪デジタル加入者回線信号分離装置により、伝送に係る音響と符号とを周波
数帯域により分離する機能

⑫光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能

ルータ、ＤＳＬＡＭ、スプリッタについ
ては、装置の開発のペースも速く、
網機能の追加・変更が頻繁にある
と考えられ、又、装置自体、接続を
前提として開発されたものが殆どで
あることから、今までのところ網機
能の提供に関して問題となったこと
もないため、網機能計画の対象外
とすることが適当

ルータ等を「網機能提供計画」
の対象外とする理由

「ＩＴ時代の接続ルールの在り方につい
て」（01.7 情報通信審議会答申）

以下の項目の情報開示を規定。

①ＮＮＩ、ＵＮＩの条件

②認証情報

③事業者側ＮＷに渡されるときの
スループット情報

④通信のプロトコルに関する情報

⑤網機能の提供予定時期

⑥網機能の導入目的

⑦導入・提供エリア

⑧ＰＯＩの建物・住所

⑨整備利用に伴う費用の有無・概算等

情報開示告示でルータ等に
係る情報開示を規定

「網機能提供計画」：第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画

「網機能提供計画」の届出

工事開始日

原則２００日以上前

官報

掲載

意見

受付
30日以上

変更した

工事開始日
（官報掲載）

他事業者から意見・要望がなければ、
工事開始日の前倒しが可能

・機能の内容
・提供条件
・インターフェース等

30日以内

届出項目

届出を要しない機能

■ ＳＮＩ、ＮＮＩなどにおける通信プラットフォーム機能のオープン化に関し、「要望の具体性」が論点となる原因の一つとして、ＮＧ
Ｎを構成する設備が具備する機能について十分な情報が得られていないためとの主張がある（「ＮＧＮは他の事業者との接続
を前提とせずに構築」との指摘）。

■ 他方、ＮＧＮを構成するルータ等の設備に関する情報については、接続事業者が時宜を失することなく自網における対応を検
討できるよう、情報開示告示により一定程度の開示が義務づけられている（ただし、「網機能提供計画」の対象からは除外）。

網改造着手後、接続事業者が時宜を失することなく自網における対応
の検討をすることができる程度に速やかに開示することが適当
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ネットワークのオープン化に関する判断基準・根拠について

■ 電気通信設備のオープン化（アンバンドル）については、現在以下の段階を経て判断がなされている（①、②については法
令により判断基準を明確化。③、④については累次の答申により判断基準を整理）

(※)その他、ア）接続を前提としないネットワーク構築や他事業者の意見が反映されないネットワーク構築により円滑な接続が妨げられないよう、第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加

にあたり、網機能提供計画を工事開始の日の原則２００日前までに届け出ること(ただし、ルータ等は対象外)、イ）競争事業者が新機能を活用したサービスを速やかに提供できるよう、ルータ等
について新たな網機能の追加にあたり一定の事項に係る情報開示を義務づけ

指定設備 非指定設備

アンバンドル
未アンバンドル

（網改造料）

電気通信設備

アンバンドル

（法令に定める機能） （法令に定めのない機能）

接続料
（網使用料）

接続料
（網使用料）

１

２

判断基準等 規制根拠

①

加入者回線及びこれと一体とし
て設置される電気通信設備で
あって、他の電気通信事業者と
の接続が利用者の利便の向上
及び電気通信の総合的かつ合
理的な発達に欠くことができない
電気通信設備

事業法第33条、
施行規則23条の2、
指定告示

②
機能毎の接続料 事業法第33条、

接続料規則4、5条

③

以下の要件を満たす場合はアン
バンドル
具体的な要望
技術的に可能

過度な経済的負担がないこ
とに留意

－

④

通常求められるような様々な形
態を許容するネットワークを前提
として、多くの事業者にとって具
わっていることが必要となる機
能

－

※

４

３

４

３
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■ ２００８年３月のＮＧＮの商用サービス開始後、現在のアンバンドルの判断基準（①「具体的な要望があること」、②「技術的に可
能であること」、③「過度な経済的負担がないことに留意」）に照らして、アンバンドルするとの判断に至らなかった事例は以下の
とおり。

要望事項 要望主体 時期 答申等における主な検討要素 当時の対応方針

■SIPサーバによるNGNの
プラットフォーム機能

テレサ協
他

H20.3 NGN答申 ①
（要望が具体化していないため）

要望する事業者が具体的な
要望をもとに東西と協議する
ことが適当

■イーサネットサービスに
係る機能（CUGタイプ）

KDDI他 H20.3 NGN答申 ②

（他事業者に抜ける通信とＮＴＴ
東西の網内折返し通信を区別
できないため）

PVCタイプのみアンバンドル

■Bフレッツの接続料化
（キャリアズレート化）

イー・アク
セス他

H20.3 NGN答申 ②
（特定のISPのみに接続先を限定
できないため）

まずは加入光ファイバ１芯接
続料の低廉化を行うべき

■NGNのGC接続類似機能

フュージョ
ン、ソフト
バンク他

H21.10 接続
ルール答申

②、③

（収容ルータへ振分機能を追加
することが必要となり、多大な
コストがかかるため）

PSTNからIP網への移行が進

展する中で、アンバンドルに
ついて検討を深めることが適
当

■加入光ファイバの１分岐
単位での接続料の設定

ソフトバン
ク、関西
BB他

H20、H23加入光

ファイバ接続料
認可申請時

②、③

（振分スイッチの開発や全国的
な実装等が必要となり、多大な
コストがかかるため）

平成２４年度接続料に係る乖
離額の補正申請に向けて引
き続き検討を継続

現在のアンバンドルに関する判断基準に基づき生じた課題（例） 23



構築期 普及期 発展期

ＮＧＮ
（サービス開始）

ＮＧＮ
（現在）

ＮＧＮ
（ＰＳＴＮからのマイグ

レーション進展）

ＮＧＮ
（マイグレ完了）

具体的な提供形
態やニーズが把
握しやすい既存
サービス（ＩＰ電
話サービス等）

ア
ン
バ
ン
ド
ル

具体的提供形態
が明確でない

ＮＧＮ固有の機
能（帯域制御機

能等）

ア
ン
バ
ン
ド
ル
せ
ず

競争セーフガード制度の検討対象に
「アンバンドルの要否」を追加

■ ＮＧＮの構築・普及期には、具体的な提供形態やニーズが把握しやすい既存の機能（例：ＩＰ電話サービスに係る機能）をアン
バンドルし、具体的提供形態が明確ではなかったＮＧＮ固有の機能（例：帯域制御機能）については、事業者の創意工夫を阻
害しない観点から、ＮＧＮのサービス開始段階ではアンバンドルの必要性はないと判断した経緯がある。

■ 同時に、今後ＮＧＮに新たな機能の追加が想定されるため、創意工夫を活かした新たなサービスの出現を阻害しないよう、
検討に必要な熟度が十分でない段階で当該機能をアンバンドルすべく、競争セーフガード制度を有効に活用するとした。

■ しかし、ｻｰﾋﾞｽ開始後３年が経過し、ＮＧＮは昨年度末までに既存の光提供エリア全域をカバーし、もはや「構築・普及期」から
「発展期」に移行していると捉えることも可能であるが、上記考え方に基づいた新たな機能のアンバンドルは行われていない。

ＮＧＮの段階的発展への対応

マイグレーションに伴うＰＳＴＮ
における機能の扱い

ＮＧＮを使って創意工夫を活
かした多様なサービスを生み

出すための機能の扱い
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ネットワークの移行に伴う事業者間協議（固定電話発携帯電話着料金設定）

■ ＮＴＴ東西の固定電話（加入電話等）発携帯電話着の通話については、携帯電話事業者側がユーザ料金設定を行っている
（いわゆる「料金設定権（※）」を持っている）。

■ 総務省の「料金設定の在り方に関する研究会（平成15年6月）」においては、以下の検討の視点に基づき、固定電話発携帯
電話着の通話のうち、中継接続（中継事業者の設定する利用者料金を選択して通話するもの）及びＩＰ電話発携帯電話着について、発信事
業者側が料金設定を行うことが望ましいと整理されている（下表の青い網掛け（中継接続）と緑の網掛け（ＩＰ電話発））。

■ 今般、ＮＴＴ東西より「着信側事業者が設定する通話料金は割高」「ユーザにとって適用される通話料金が分からない」といっ
た指摘がなされているところ。

料金設定 ＮＴＴドコモ着 ＫＤＤＩ着
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ

ﾓﾊﾞｲﾙ着

イー・モバイル

着

固
定
電
話
発
携
帯
電
話
着

各携帯事業者 ７０－９０ ９０－１２０ １２０ ９０

ＮＴＴ東日本（００３６） ４８ ５２．５ ４８

ＮＴＴ西日本（００３９） ５１ ５４ ６０ ５１

ＫＤＤＩ（００７７） ４９．５

ＮＴＴコム（００３３） ４９．５

ソフトバンクテレコム

（００８８）
５４

フュージョン・コム

（００３８）
５４

ＵＣＯＭ（００６０） ５４

直
収
電
話

発
携
帯
電

話
着

ＫＤＤＩ ４８ ４６．５ ４８

ソフトバンクテレコム ７５

ひ
か
り
電
話
発

携
帯
電
話
着

ＮＴＴ東日本
ひかり電話 ４８ ５２．５ ４８

ＮＴＴ西日本

ひかり電話
４８ ５４ ４８

「料金設定の在り方に関する研究会」
における検討の視点

 利用者の選択を通じての競争の促進

競争の促進

利用者利益

電気通信の健全な発達

 料金低廉化・多様化
 分かりやすさ

 ネットワークの効率性
 携帯電話事業者に与える影響

平日昼間３分当たりの携帯電話着信通話料 の例 （円、税別）

固定電話発携帯電話着の料金設定

結論

※利用者料金設定権・・・接続に関与する複数の電気通信事業者の間の合
意に基づき、便宜上、利用者料金の設定が一の事業者に委ねられてい
る事実を指すにすぎないものであって、利用者料金設定権者である電気
通信事業者が一方的に他の電気通信事業者が取得すべき金額を決定
する権限まで持つことを含意するものではない
【平成１４年１１月電気通信事業紛争処理委員会答申】

日本通信とNTTドコモとのデータ通信サービスに係る裁定事

案への電気通信事業紛争処理委員会答申（平成１９年１１
月）においても、この視点を踏まえた検討が行われ、日本通
信に利用者料金の設定権を認めることが適当とされた。
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ＮＴＴ東西加入電話発携帯電話着通話の各社料金比較

○ 加入電話側でプレフィックス番号を付した通話（固定側が料金設定）の
際の携帯電話事業者の収入と、加入電話側でプレフィックス番号を付さ
ない通話（携帯側が料金設定）の際の携帯電話事業者の収入には一定
の格差が恒常的に存在していますが、ネットワーク構成や市場環境はこ
の間大きく変化しているところ、依然この格差が残っている理由について
御社の見解をご説明ください。

■ ＮＴＴ東西殿の加入電話の料金に関し、ＮＴＴ東西殿が設定する料金
と当社が設定する料金に格差が存在するのは事実ですが、以下のとお
り利用実態を踏まえた場合には、ＮＴＴ東西殿が「ブロードバンド普及促
進のための競争政策委員会」の公開ヒアリングで示したような大きな格
差（ＮＴＴ東 ４８円／３分、ドコモ ７０円／３分）とはならないものと認識し
ております。

ＮＴＴ東西殿の設定する料金と当社の設定する料金では課金単位（Ｎ
ＴＴ東 １６円／分、ドコモ ２６秒／１０円）が異なることから、直接的な比
較は困難であると考えますが、①当社ユーザの当該通話にかかる平均
（平均通話時間：約１００秒）で見た場合の料金比較は、ＮＴＴ東殿の設
定する料金が３２円、当社の設定する料金が４０円とその差はさほど大
きくない状況であり、②当社の設定する料金がＮＴＴ東西よりも低廉とな
る26秒以内の通話等が全体の４割強を占めております。

このような利用実態に加えて、当社が料金設定を行う通話のトラヒッ
ク自体が減少傾向にあることも踏まえれば、ＮＴＴ東西殿の設定する料
金と当社の設定する料金の格差の要因を明確化し、その見直しを図ら
なければならない程の格差が存在するとは言えないものと考えます。
なお、当社は今後もお客様ニーズを踏まえつつ、加入電話発携帯着

通話に係る料金も含めて、よりお客様に使い勝手の良い料金を目指し、
見直しを図っていく所存です。 【NTTドコモ】

■ 利用者料金は、継続的な事業運営を前提に、一定期間で事業コスト
全体を回収することを目的に設定されております。一方、接続料は前年
度の会計値をベースに、二種指定ガイドラインに則って、他事業者との
接続に必要なコストに限定して算定しております。このため、利用者料
金と接続料は料金の性格が大きく異なり、その違いによって差額が生じ
ております。よって、これら料金からの収入を単純に比較することはでき
ません。 【KDDI】

■ 接続に係るコストベースの接続料収入と利用者料金収入とは別物で
あるため、一概に比較できるものではないと考えます。 【SBM】

10円

20円

30円

40円

50円

60円

70円

60秒 180秒 時間（秒）

料金
（税抜）

15秒 30秒 90秒 120秒

20秒

26秒

80円

90円

100円

110円

120円

ソフトバンクモバイル
設定料金
15秒/10円

KDDI・イーアクセス
設定料金
20秒/10円

NTTドコモ
設定料金
26秒/10円

NTT東日本設定料金
（KDDI・ソフトバンクモバイル着）

17.5円/分

NTT東日本設定料金
（ドコモ・イーアクセス着）

16円/分

48円

52.5円

70円

90円

120円

【比較条件・出典】
○NTTドコモ http://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_plan/plan/value/call_charge/index.html
平日昼夜（土日祝昼夜も同額）・区域内
○KDDI http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/ryokin/plan/tsuwa.html
平日昼夜・関東圏内
○ソフトバンクモバイル http://mb.softbank.jp/mb/price_plan/shared/lm.html
平日 8:00-19:00
関西・四国地区以外の一般加入電話からかけた場合

○イーアクセス http://emobile.jp/charge/smartplan.html
全曜日・全時間帯同一料金
全地域同一料金
○ＮＴＴ東日本 http://www.ntt-east.co.jp/0036/price/price.html
全曜日・全時間帯同一料金

■ 当社は、2007年の音声サービス開始にあたって、先行する携帯電話
事業者と同様な着側料金設定の形態を新規参入時の事業者間調整に
おける容易性の観点から選択しております。

なお、ご質問のとおり一定の料金格差があることは事実として認識し
ており、料金については、今後の利用動向やトラヒック状況などを勘案
し、検討する予定です。 【EA】
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Ⅱ．モバイル市場の競争促進
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28

業務区域ごとに
25％超のシェアを占める端末設備を有すること指定要件

都道府県ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

第二種指定電気通信設備制度の概要

第一種指定電気通信設備制度（固定系） 第二種指定電気通信設備制度（移動系）

ＮＴＴ東西を指定（９８年） ＮＴＴドコモ（０２年）、ＫＤＤＩ（０５年）・沖縄セルラー（０２年）を指定

接続関連規制
■接続約款（接続料・接続条件）の認可制

■接続会計の整理義務

■網機能提供計画の届出・公表義務

■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

行為規制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い
■特定関係事業者との間のファイアウォール

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■設備製造業者・販売業者の公平な取扱い

利用者料金
関連規制

指定電気通信役務
（第一種指定電気通信設備により提供され

る役務であって、他の事業者による代替的
なサービスが十分に提供されないもの）

特定電気通信役務
（指定電気通信役務のうち、利用者の利

益に及ぼす影響が大きいもの）

■契約約款の届出制
■電気通信事業会計の

整理義務

■プライスキャップ規制

第一種指定電気通信設備を設置する者に対する規制 第二種指定電気通信設備を設置する者に対する規制

更に、収益ベースのシェア等を鑑み
個別に指定された者に対する規制

ＮＴＴドコモ（０２年）を指定

■電気通信
事業会計の
整理義務

■接続会計の整理義務

規制根拠 設備の不可欠性（ボトルネック性）
電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場
において、相対的に多数のシェアを占める者が有する接続
協議における強い交渉力・優位性

接

続

料

算 定 検 証

適正原価＋適正利潤
の考え方により算定
（法第３４条３項４号）

算定の指針（二種指
定ガイドライン）

算定根拠の総務省
への提示（二種指
定ガイドライン）

接続会計の整理・
公表義務

（法第３４条６項）

接続料算定/検証の仕組み

■電気通信
事業会計の
整理義務
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■ 我が国の電気通信市場においては、固定通信市場が縮小する中で、移動体通信市場の重要性が著しく高まっていることに
加え、多種多様なＭＶＮＯ（※）が参入し、多様なサービスが提供されている状況にある。

（※）Mobile Virtual Network Operatorの略。自らは周波数の割当てを受けることなく、移動通信事業者のネットワークを利用してサービス提供をする事業者。

（万契約）

携帯電話等の契約数の推移

携帯電話市場の拡大

ＭＶＮＯの進展

携帯電話

加入電話

ＭＶＮＯ

（万契約）

ＭＶＮＯの進展と参入促進に向けた取組

※契約者数については電気通信事業報告規則の規定に基づき報告を受けた数を集計

2001  2002        2007         2008                2009         2010 2011   

●PHS回線を利用した
データ通信MVNO開始
（日本通信がDDI網を利
用）(2001.8)

●MVNO事業化ガイドライン策定
(2002.5)

●ディズニー・モバイル事業開
始（SBM網利用） (2008.3)

●b-Mobileサービス開始（日本通
信がドコモ網を利用） (2008.6)

●WiMAX網を利用したサービ
ス開始（ニフティ、ビッグロー
ブ、ヤマダ電機、ビックカメラ
等がUQ網を利用）
(2009.7~)

●MVNO事業化ガイドライン再改定(2008.5)
・料金設定権の帰属、接続料の課金方式等

●二種指定ガイドライン策定
(2010.3)

●eoモバイル開始（ケイ・オ
プティコムがイー・モバイル
網を利用）(2008.9)

●HP Mobile Broadband
開始（日本HPがドコモ網
を利用） (2009.9)

●ココセコム開始（セコム
がKDDI網を利用）
(2001.4)

●TikiモバイルAND
開始（エヌディエスが
ドコモ網を利用）
(2011.3)

近年では、特に、

多様な業種によ
るＭＶＮＯ参入が
活発化

●MVNO事業化ガイドライン改定(2007.11)
・ＭＮＯとＭＶＮＯの関係の明確化
（卸と接続）等

●SIMロックガイドライン策定
(2010.6)

年率34%の伸び
（平成２２年度）

電気通信市場における環境変化について（移動体通信市場の拡大、ＭＶＮＯの進展）



30

 着信ボトルネック規制とは、全携帯事業者は、自らのネットワークの利用者に対する着信を独占（市場シェア１００％）しており、自らのＮＷ
への着信市場において市場支配力を有するとの考えに基づく、ＥＵの規制概念。ＥＵ各国では、同概念に基づき、着信市場において全携
帯電話事業者をＳＭＰ事業者に指定している。 ※ただし、指定に当たっては市場シェア以外の要素も考慮して、総合的に判断されている。

 我が国では、同規制について、個々の事業者のネットワークごとに市場を確定する考え方の適否や、我が国とＥＵでは、市場画定の単位
や市場支配力の認定方法等が異なり、我が国の制度体系との整合性を図ること等について更に検討を深めた上で導入の適否を検討す
ることが必要とされた。（『電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について 答申』（平成21年10月））

 このような着信ボトルネックの考え方に相当する「着信独占」に着目し、全着信事業者が「市場支配力を有する事業者」と捉えるのが適当
との意見が示されている。

利用者料金について、ＣＰＰ（発信者支払)を採用しているので、この場合、
携帯電話事業者Ｂ等は、Ａに対して接続料を支払うことが必要となる

（出典）欧州委員会発表資料

携帯電話事業者Ａ
のネットワーク

携帯電話事業者Ｂ
のネットワーク

携帯電話事業者Ｃ
のネットワーク

固定電話事業者Ｄ
のネットワーク

個々の携帯電話事業者ごとに着信市場を観念

携帯電話事業者Ａのユーザに対する着信市場は、

携帯電話事業者Ａが独占（市場シェア１００％）

携帯電話事業者ＡをＳＭＰ事業者に指定

上記の考え方に基づき、ＥＵ各国では、個々の携帯電話事業者について、当
該事業者の着信市場にそれぞれ市場支配力を認め、全携帯電話事業者をＳ
ＭＰ事業者に指定している

■電話の着信サービスは、着信者の属するネットワーク事業者のみ
により提供されるため、供給の代替性等が存在しない。このた
め、各事業者は、自網への着信呼について独占的な地位を有す
ることになる。

■加えて、ＣＰＰ（発信者支払）を採用しているので、着信網の接続
料は、ユーザ料金に転嫁される形で発信者が負担する。このた
め、着信網の事業者は、自網の接続料について無関心となり、
接続料を改定するインセンティブを（ほとんど）持たない。

■結果として、対抗する購買力が存在しない中で、事前規制に必
要とされる基準に通常合致することになり、着信側事業者は、Ｓ
ＭＰ事業者に指定される。

「着信ボトルネック規制」の考え方

市場環境の変化を踏まえた二種指定制度の在り方（着信ボトルネック規制）



31市場環境の変化を踏まえた二種指定制度の在り方（交渉力の優位性）

Ａ社
(MNO)

Ｂ社
(MNO)

Ｃ社
(MVNO)

多数の端末シェアに起因する
優位な交渉力

ＭＶＮＯがＭＮＯのネットワークに
接続を要することに起因する優位

な交渉力

低い端末シェアに起因する
劣位な交渉力

 ＭＶＮＯが事業運営するには、電波の割当て
を受けたＭＮＯに接続することが必要。

→ この意味で、全てのＭＮＯに優位な交渉力が

認められると考えられるか

Ｂ社
(MNO)

＜MNO-MＮO間＞ ＜MNO-MVNO間＞

指定

電波の割当 電波の割当

電波の割当

 他方、端末シェアが相当程度低いＭＮＯは、
ＭＶＮＯに自網を利用してもらうことによって、
収益の拡大を図っている場合もあり得る。

→ 相当程度低いシェアのＭＮＯにまで優位な交

渉力が認められると考えられるか

 電波の割当てを受けない者（ＭＶＮＯ）が移動体通信市場へ参入するためには、電波の割当てを受けた事業者（ＭＮＯ）のネットワークに自らのネッ
トワークを接続することが必要となる。

 この意味で、ＭＮＯのネットワークは、必ずしも端末シェアが高いとはいえないＭＮＯであっても、電波の割当てを受けられないＭＶＮＯとの関係にお
いては相対的に強い交渉力を持つとの意見が示されている。



32企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針

企業結合審査に関する
独占禁止法の運用の指針

取引段階を異にする会社間の結合

（例）原材料メーカーと完成品メーカーとの間の合併

垂直型
企業結合

競争の実
質的制限

グループの市場シェアが大きい場合には、垂直型
企業結合によって、グループ間の取引部分につい
て閉鎖性・排他性の問題が生じる結果、当該グ
ループが商品の価格その他の条件をある程度自
由に左右することができる状態が現出し得るとき
があり、このような場合、垂直型企業結合は、一定
の取引分野における競争を実質的に制限する。

競争を制
限するとは
考えられな

い場合

①又は②に該当する場合は、競争を実質的に制
限するとは考えられない。

① 関係するすべての一定の取引分野におい
て、企業結合後のグループの市場シェアが

１０％以下である場合
② 関係するすべての一定の取引分野において

企業結合後のグループのＨＨＩが2500以下で
あって、市場シェアが２５％以下である場合

原材料メーカー

完成品メーカー

Ａグループ

Ａグループ内で
のみ取引するこ
とが有利になる

Ａ社

Ａ社

Ｂ社

Ａグループ内のみで取引がなされる
場合等、完成品メーカーＢ社にとって
主要な原材料の供給元が奪われ、市
場の閉鎖性・排他性が生じる可能性
→競争の実質的制限のおそれ

・・・ただし競争を実質的に制限するとは
考えられない場合

①市場シェア10%以下
or

②HHI2500以下かつシェア25%以下

 『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』では、企業結合後のグループの市場シェアが１０％以下であ
れば、通常、競争を実質的に制限するとは考えられないとされている。
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１
項

（１）第二種指定電気通信設備を設置する事業者

（２）市場シェアが２５％を超過

（３）市場シェアの推移その他の事情を勘案

指
定
の
考
え
方

《
指
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（平
成
14
年
4
月
）
》

①市場シェアの順位が１位、かつ一定期間継続して４０％を超過
→ 市場支配力を推定し、禁止行為規制対象事業者に指定

②一定期間２５％超のシェアを継続する者が複数存在し、シェア格差が小さい
→ 当該複数事業者を指定

ただし、全事業者のシェアが均一に安定し、市場支配力の濫用のおそれがない
→ 指定不要

③２５％超のシェアを有するが、順位が２位以下、かつ１位とのシェア格差が大きい
→ 指定しない （ただし、シェアの変化の程度を勘案）

④従来２５％未満のシェアを有する者が、一時的に２５％超となった場合
→ 直ちに指定しない （シェアの推移を見守る）

２５％超のシェアを有する者について、短期間に急激にシェアが低下または数年間にわたり相当程度低下
→ 直ちに指定せず、又は指定を解除 （シェアの推移を見守る）

左記により判断困難である場合、業務区域毎に、下記を踏まえ総合的に判断
 事業規模
 市場への影響力・ブランド力（サービス多様性、潜在的競争、技術優位性等）
 需要／供給の代替性、価格の弾力性
 クレームの有無

指
定
の
要
件

規
制
事
項

３
項

接続業務で知り得た他事業者情報等を目的外に利用し、提供すること

特定の電気通信事業者に対し不当に優先的、又は不利な取扱いをすること

他の電気通信事業者又は電気通信設備製造業者・販売者に対し不当な規律・干渉を行うこと

５
項 会計公表義務（電気通信事業会計規則第１８条）

違反があった場合は
総務大臣による
停止又は変更命令

禁止行為規制の概要（電気通信事業法第30条）

具体的理由は以下
①ＥＵの相互接続指令上、ＳＭＰ（顕著な市場支配力）を有す

ると推定する基準として「２５％超」を規定
②電波の有限性から携帯電話市場は各地域で３～４社の競

争となるため、２５％を超えるシェアの場合相対的に大きい
③３～４社による寡占も想定されるため、単独1社による独占

を想定した規律（50%）より緩和
④独占禁止法の運用指針で企業結合後の市場シェアが25%
以下の場合は「競争を実質的に制限することとなるは考えら
れないと記述



34総務省・公正取引委員会共同ガイドラインにおける禁止行為関係記述

Ⅱ 独占禁止法又は電気通信事業法上問題となる行為

【再掲】市場支配的な電気通信事業者に対する非対称規制（禁止行為）

２ 電気通信事業法上問題となる行為

（１） 接続の業務に関して知り得た情報の目的外利用・提供（電気通信事業法第３０条第３項第１号）
○ 他の電気通信事業者との接続の業務に関して知り得た情報を、当該情報の本来の利用目的を超えて社内の

他部門又は自己の関係事業者等へ提供するような行為

（２） 電気通信業務についての特定の電気通信事業者に対する不当に優先的な取扱い・利益付与又は不当に不利
な取扱い・不利益付与（電気通信事業法第３０条第３項第２号）

（例）
① 優先接続（マイライン）等における利用者登録作業についての不公平な取扱い
② 自己の関係事業者のネットワークを利用した通話のみについての割引サービス等の設定
③ 自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供
④ 自己の関係事業者と一体となった排他的な業務
⑤ 自己の関係事業者に対する料金等の提供条件についての有利な取扱い
⑥ 特定の電気通信事業者のみに対して基本料請求代行を認めること
⑦ 自己の関係事業者に対する卸電気通信役務の提供に関する有利な取扱い
⑧ ブラウザフォンサービスにおける不公平なポータルサービス利用条件の設定等

（３） 他の電気通信事業者、電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不当な規律・干渉（電気通信事
業法第３０条第３項第３号）

（例）
ア 他の電気通信事業者の提供する電気通信役務の内容等の制限
イ コンテンツプロバイダーに対する不当な規律・干渉
ウ 電気通信設備の製造業者・販売業者の業務に対する不当な規律・干渉

○ 電気通信事業分野における競争の促進に関する指針（２００１年１１月、総務省・公正取引委員会）



35ＭＶＮＯとの接続について（卸電気通信役務方式と接続方式）

 ビジネスベースが基本である諸外国との参入障壁格差の是正を図る観点から、移動体通信市場において、相互ネットワークを持たない
ＭＶＮＯとＭＮＯの間のネットワークの提供関係については、接続方式ではなく卸電気通信役務方式のみに限定すべきとの意見（NTTドコ
モ、NTT持株、KDDI）が示されている。

 現状において、ＭＶＮＯ-ＭＮＯ間を含めた電気通信事業者間のネットワークの提供に関しては、卸電気通信役務方式と接続方式のいず
れの形態を採用することも法制上は可能であり、どの形態を実際に採用するかは当事者の選択により決まる。

概要

卸電気通信役務方式 接続方式

一方の電気通信事業者が、利用者としての立場で、
他方の電気通信事業者から電気通信役務の提供
を受け、前者が、利用者に対し、これを再販する方
式

自らの電気通信設備と他の電気通信事業者の電気
通信設備を相互に接続し、それぞれの事業者が、
利用者に対し、自らの電気通信設備に係る電気通
信役務を提供する方式

提供/接続
に係る義務

 役務提供義務なし
※ただし、基礎的電気通信役務、指定電気通信役務を提供する電気通信事業者、

認定電気通信事業者は役務提供義務あり（法第２５条１項２項、法第１２１条１項）

 不当な差別的取扱いは業務改善命令の対象（法第２９条１
項2号）

 接続応諾義務あり（法第３２条）

 不当な差別的取扱いは業務改善命令の対象（法第２９条１
項２号）

条件・料金
に係る義務

 相対取引により個別に協定を締結することが可能  二種指定事業者の場合

届け出た接続約款に基づき協定を締結することが必要

（法第34条）

 非二種指定事業者の場合

相対取引により個別に協定を締結することが可能

当事者による選択が可能

Ｂ社（ＭＮＯ）
の役務区間

インター
ネット

Ａ社（ＭＶＮＯ）
の役務区間

相互接続点
（ＰＯＩ）

交換機
ゲート
ウェイ サーバ等

インター
ネット

卸電気通信役務

交換機 ゲートウェイ サーバ等

Ｂ社（ＭＮＯ） Ａ社
（ＭＶＮＯ）

ユーザ

ユーザＡ社（ＭＶＮＯ）による電気通信役務



36接続拒否事由の整理について

（例）
 電気通信設備を損傷し、又はその機能に障

害を与えるおそれがあるとき（逐条解説）

 請求された接続により、請求を受けた者の提
供する電気通信役務について適切な品質の
保持が困難となるとき（逐条解説）

 ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じるこ
とにより、当該ＭＶＮＯのシステムが当該ＭＮ
ＯのＨＬＲ等のシステムを損傷するおそれが
あると認められる合理的な理由が存在する場
合（ＭＶＮＯ事業化ガイドライン）

 ＭＮＯがＭＶＮＯへ課金情報を提供する際
に、当該ＭＮＯの利用者の個人情報等が当
該ＭＶＮＯから外部に流出するおそれがある
と認められる合理的な理由が存在する場合
（ＭＶＮＯ事業化ガイドライン）

 ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結
果、当該ＭＮＯにおける周波数の不足等に
より当該ＭＮＯの利用者への電気通信役務
の円滑な提供に支障を来すおそれがあると
認められる合理的な理由が存在する場合
（ＭＶＮＯ事業化ガイドライン）

（例）
 請求者の役務と需要を共通としている

ため、請求を受けた者において電気通
信回線設備の保持が経営上困難にな
る等、経営に著しい支障が生じるとき
（逐条解説）

 接続を拒否するためには、客観的な事
実に基づいて、当該接続により相当程
度の利益の損失が発生することを合理
的に説明できなければならない（電気
通信事業紛争処理委員会答申（平成
２２年７月８日））

（例）
 請求者の運転資本等や、期待される短期的な収益、予

定される資金調達を考慮しても、請求者が接続に関し
負担すべき金額や、接続に関し負担すべき金額の支
払いを怠るおそれを払拭するための預託金の金額を
支払うことができると判断することはできない場合は、
接続拒否事由にあたる（電気通信事業紛争処理委員
会答申（平成２２年７月８日））

電気通信役務の円滑な提供に支障
が生ずるおそれがあるとき

（法第３３条第１号）

電気通信事業者の利益を不当
に害するおそれがあるとき

（法第３３条第２号）

接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り又は
怠るおそれがあるとき

（施行規則第２３条１号）

接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修
が技術的又は経済的に著しく困難であるとき

（施行規則第２３条２号）

（例）
 ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するためにＭＮ

Ｏ側において要するシステム改修等の程度が著しく過
大であり、当該システム改修に要する費用の回収が見
込めないと認められる合理的な理由が存在する場合
（ＭＶＮＯ事業化ガイドライン）

その他、総務省令で定める正当な理由
があるとき

（法第３３条第３号）

 我が国の接続制度については、限定的な事由に該当しない限り、応諾する義務があることから、一定の蓋然性の立証をもっ
て、拒否事由に該当するなどの運用を行うべきとの主張（ＮＴＴドコモ）がある。

「接続請求者が接続を悪用して反社会的行為を行う意図があることにつき、一定の蓋然性をもって立証することが
できた場合には接続を拒否できる」という形で接続拒否事由の明確化を図るべきとの主張がある（ＮＴＴドコモ）。



複数国にまたがるＭＶＮＯの出現
（例)Transatelの場合

海
外

事業者 番号取得可能国

Transatel
（仏）

フランス、スイス、ベルギー
オランダ、ルクセンブルク

Truphone
（英）

イギリス、アメリカ、オーストラリア
（今後、シンガポール、スペイン、香港等に
拡大予定）

World SIM
（英）

イギリス、アメリカ

複数国にまたがるMVNO例

キンドル端末

プラットフォームと通信役務の双方を提供する事業者の出現 （アマゾン社の例）

アマゾン社が各国の通信事業者とＭＶＮＯ契約を結び、通信役務を調達。通信料は自社負担。
利用者は電気通信事業者との契約をすることなく、同社サイトから電子書籍等のコンテンツの取得が可能（当該コンテンツ料等に通信料が含まれる）

☞ こうした提供形態の進展により、利用者から通信事業者（及び通信

役務）が見えにくい形での役務提供が増加すると考えられる。

通信役務とコンテンツ販売の双
方をアマゾン社が提供

ＭＶＮＯの多様化

 １枚のＳＩＭに複数国の番号を搭載
 ローミング料金なし

利用国 月額基本料(※） 料金（分）

仏、瑞、蘭、ベルギー 4.5€／9€／16.2€ 0.20€／0.16€／0.13€

ルクセンブルク 4.5€／9€

（※上記は２年契約の場合。
利用時間により複数プラン設定）

 WiFi対応の機種、及びWiFi・３G双方に対応する機種あり
 電子書籍購入時はキンドルが自動で最寄のホットスポットを探

知、コンテンツのダウンロードが可能。３G回線利用時も無料。
（通信料はアマゾンが負担）

 米国では、AT＆TのWiFiホットスポットを無料で利用可能。

 近年、複数国のＭＮＯとの間でＭＶＮＯ契約を締結することにより、ローミング料金設定を回避し締結先国の他ＭＶＮＯ事業者と同等の価
格で利用者に通信役務を提供しようとするＭＶＮＯが増加。今後、日本のＭＶＮＯ事業者の海外との提携、海外のＭＶＮＯの日本進出と
いった国際連携が進展することが予想される。

 他方、非電気通信事業者によるＭＶＮＯ参入といった主体の多様化が進み、通信役務のみならず、プラットフォーム・端末等も総合的に提
供する事業形態が出現。今後、既存のビジネスモデルに変化をもたらすことが予想される。
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■携帯端末向けコンテンツについて、ポータル機能や課金・認証機能などを担うプラットフォームの相互運用性の確保や多様化が図られる中
で、関係事業者（携帯ＰＨＳ事業者、ＣＰ、課金事業者等）が利用者に対し安心・安全で信頼性の高いサービスを提供するための適切な枠
組みを提言。民間主体（携帯事業者、ＣＰ等）のモバイルプラットフォーム協議会が策定。

 2010年7月 課金事業者（株）ウェブマネーが
携帯ＰＨＳ事業者以外で初の公式サイト（NTT
ドコモIモードサイト）の決済サービスに参
入。他方、その後その他の参入例はなし。

 また、現行のサービスについても、キャリア決
済の価格設定がプリペイド型決済に適さない場
合が存在するとの意見もある。 キャリア決済価格

コンテンツ代＋消費税＝1,050円

デポジット
１,０００円毎

プリペイド型決済の
チャージ方法では、５０円
半端となり利便性低下

モバイルコンテンツにおける課金手段の提供に関するガイドライン（０９年１２月）

回収

カード会社等

課金

（２） 公式サイトへの外部課金手段の導入

携
帯
事
業
者
等

公式ポータル

CP CP

通信レイヤ

プラットフォームレイヤ

役務
提供

認証・課金

ユーザ

【課金ガイドラインの概要】

（１）（２）それぞれの場合において関係事
業者等が果たすべき役割等について規定。

① 関係事業者間の責任関係の明確化
（契約関係の在り方等）

② 不正利用・過剰利用の防止
（料金上限額の設定、ＣＰによる利用
者の認証の在り方等）

③ 携帯事業者から課金サービス等の
提供を受ける一般サイトの遵守事項
（ＣＰや課金事業者の適格性、運営の
適正性等）

ＩＤ通知

携
帯
事
業
者
等

カード会社等

課金

役務
提供

役務
提供

課金

回収

CP CP CP CP

ユーザ

ユーザIＤとクレ

ジット番号等を
紐付け

（１） 一般サイトに対する課金回収機能の提供

公式ポータル

通信レイヤ

プラットフォームレイヤ

認証・課金

回収

ＭＮＯが提供する通信プラットフォームのオープン化

<キャリアによる価格設定が利便性を低下させると指摘される例＞
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iOS
49.6%Android

40.4%

（MM総研調べ）
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

スマートフォン

第3世代

第2世代

2002.12 au着うた開始
※2003.12ソフトバンク

2004.2 ドコモ

1999.2 
i-mode開始

（1998年度～2007年度はTCA調べ）
（2008年度以降はＭＭ総研調べ）

ネットワーク事業者主導による垂直統合モデル

 各通信事業者がプラットフォームの機能・仕様を決定し、相互互換性
なし（ＣＰは事業者ごとにコンテンツを開発）

 公式コンテンツにつき、通信事業者が審査権限等を保持
 通信事業者は公式コンテンツに対してのみ認証・課金を提供する

等、公式サイト利用が中心

※ 人的関係性やオンライン上の利用履歴等の情

報の蓄積に基づいて、特定の情報やサービス

等を高い信頼性の下で提供

2010.9 mixi新プラットフォー
ム（ソーシャルグラフを活用）
発表

端末プラットフォーム（ＯＳ）の多様化 サービスプラットフォームの多様化

 ネットワーク横断的なアプリケーションやプラット
フォーム開発を効率化するため、携帯端末向けＯ
Ｓの統一化に向けた動きが加速

 統一ＯＳでは仕様等が無料で提供されており、コ
ンテンツ事業者は原則自由に参画可

2008.7 i-Phone
(iOS)日本発売

2009.7 ドコモAndroid塔
載携帯発売

2010.4 Facebook
オープングラフ（ソーシャ
ルグラフ）発表

 スマートフォンの普及やモバイル上のＳＮ
Ｓサービスの利用拡大等を契機として、プ
ラットフォーム競争が激化

 新たに、ソーシャルグラフ等を活用したサービス
プラットフォーム（※）が登場

CPU

OS

CP/AP

NW
CPU

OS

CP/AP

NW

（百万加入）

＜スマートフォンＯＳ別契約数シェア＞

（2010年度末）

iＯＳ、アンドロイドを用いた携帯の増
加により、これらのＯＳが構築するプ
ラットフォームの利用が拡大

サービスプラットフォームの多様化

1
100

200
300

650

1000

1500

0

100

200

300

400

500

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

08/07 09/04 09/09 10/01 10/09 11/01 11/07

アプリケーション数 ダウンロード数

App Storeの成長

08年7月サー
ビス開始

（ともに世界累計）

（千個）（千万回）

急速に成長 （出典）（mixi IR資料）

《ソーシャルグラフの波及効果》

Facebookのアクセス数がGoogleのアクセス数を超過 （’10.3）

ソーシャルゲームZyngaでFacebookポイントの利用が可能 （’10.5）

MS Bing（米）が検索結果にFacebookのLike! 機能を反映 （’10.12）
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■趣旨

 海外渡航時、携帯電話の番号ポータビリティ制度利用時など、携帯電話
利用者の中にはＳＩＭロック解除に対する要望が存在

 事業者は、その主体的な取組により、対応可能な端末からＳＩＭロック解除
を実施することとし、当分の間、法制化に係る検討は留保し、事業者によ
る取組状況を注視

（※） モバイルバイルビジネス活性化プラン（2007年）には、「３．９Gや４Gを
中心にＳＩＭロック解除を法制的に担保することについて、２０１０年の
時点で 終的に結論を得る。」と記載。

■対象となる端末

 2011年度以降新たに発売される端末のうち対応可能なものから解除。対
象端末、ＳＩＭロック解除に係る条件・手続を事前に公表。

■説明責任

 事業者は、①端末販売時、②ＳＩＭロック解除時、③役務の提供に係る
契約締結時に、以下の事項等を利用者に説明。

 ＳＩＭロック解除に係る条件及び手続

 他社のＳＩＭカードが差し込まれた際に、通信サービス等の利用が
制限される可能性

■その他

 通信サービスの不具合・機器の故障への対応

 現に役務を提供する事業者は、利用者への対応に当たる体制を
整備し、事業者等との間で取次方法等について協議。

 ガイドラインの見直し等

ＳＩＭロック解除に関するガイドライン （2010年6月30日、総務省）

■ 責任の分担の原則
役務提供事業者は約款に従い、その役務を提供することのみについて責任
を負い、それ以外は端末販売事業者が対応

■ 故障時等の対応
ＳＩＭカードの正常性の確認（他の端末に差し替え音声通話等の動作確認を
実施）することにより切り分けを行い、ＳＩＭの正常動作が確認できた場合に
は端末販売事業者が利用者対応を実施

■緊急通報機能の扱い
緊急通報機能の社会的重要性を踏まえ、事業者間で総務省・認定機関等と
連携を取りながら、事前にその対応について検討を行う

■ 事業者の独自仕様に関する動作保証
事前に事業者間で仕様確認、調整等は行わない

■ 利用者への周知事項
ガイドライン記載事項及び利用者に対し 低限説明すべきと合意された事
項（※）についてはそれぞれ責任のある事業者が利用者へ説明を実施
（※）
①端末のアフターサービスに関する事項
②端末の動作に関する事項
③ネットワークサービスに関する事項（提供条件、料金）

（※）携帯電話通信事業者に対してはSIMの情報（EFecc）を端末メーカ、認定機関等に情報提供するように指導。
各社において、自社のHPで当該情報を公開する等の取組がなされている。

ＳＩＭロック解除に係るガイドライン等

ＳＩＭロック解除の開始に伴う事業者間基本合意事項（2010年12月７日）

(※）
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Ⅲ．線路敷設基盤の開放による設備競争の促進
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（１）ガイドラインの対象
①設備保有者：電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者
②事業者：認定電気通信事業者
③設備：

ⅰ）電柱、管路、とう道、ずい道その他の線路を設置するために使用できる設備
ⅱ）鉄塔等

（２）設備提供４原則
①公正性の原則 ②無差別性の原則 ③透明性の原則 ④効率性の原則

（３）貸与手続等
①調査回答期間：原則２ヶ月以内に提供の可否を回答。
②貸与拒否事由：区間に空きがない場合、技術基準に適合しない場合等を規定
③貸与期間：原則５年 等

■２００１年４月、電気通信事業者による光ファイバ網等の整備促進のため、公益事業者が保有する電柱や管路等の線路敷
設基盤の貸与手続等の標準的な取扱いを示した「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を策定。

■これまでの事業者の要望等を踏まえ、５回の改正を実施。

改正年 改正概要

２００２年 電柱への共架に関する「一束化」に関する
規定を追加

２００３年 支線共用に関する規定、腕金類の設置に
関する規定を追加

２００４年 使用可能時期の照会に対する回答努力義
務、支線共用拒否事由の通知等に関する
規定の追加

２００７年 効率性の原則及び定型・反復的な光引込
線等に係る設備使用に関する手続の簡素
化に関する規定を追加

２０１０年 対象設備に携帯電話の基地局を設置する
「鉄塔等」を追加

ガイドラインの概要

他
社
設
備

NTTとう道

ＮＴＴビル

ＰＯＩ
他社ケーブル

NTT管路

他社ケーブル

NTT電柱

管路・とう道 電柱

POI（相互接続点）ビル直近のマンホール

他社
ネットワーク
（ＮＴＴ設備）

ガイドラインの改正経緯

（相互接続点）

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン 42



光ファイバの敷設等に係る各種手続の概要

事業者局舎

管路とう道

光ファイバー

①電柱への添架・共架に関する手続

終端装置等

■ 光ファイバの敷設に際しては、様々な主体に対して以下のような手続が必要となる。

① 電柱への添架・共架に関する手続・・・電気通信事業者、電気事業者等に対して申請

② 管路等の使用に関する手続・・・電気通信事業者、電気事業者等に対して申請

③ 道路占用許可に関する手続・・・道路管理者（国、都道府県、市町村）に対して申請

④ 河川占用許可、河川保全区域における行為許可等に関する手続・・・河川管理者（国、都道府県、市町村）に対して申請

⑤ 民地の使用等の承諾に関する手続・・・当該民地の所有者に対して申請

利用者宅

③道路占用許可に関する手続

電子化の促進検討の視点

直轄国道
 国

補助国道
 都道府県・

政令市

県道・市町村道
 都道府県・

市町村

②管路等の使用に関する手続

 電気通信事業者・
電気事業者等

 電気通信事業者・電気事業者等

⑤民地の使用承諾に関する手続
⑤民地の上空通過の承諾

に関する手続

④河川占用許可等に関する手続

 （河川の別に応じて）国、都道府県、市町村

申請窓口の一元化
提出書類の様式の
統一化・柔軟化

Ａ国道事務所
Ｂ国道事務所
Ｃ維持出張所

・
・
・

手続の迅速化

民地
 土地所有者
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第２分類 第１分類

第３分類第４分類

縦軸
オンライン利用率

（推計値含まず）

自治体のオンライン化率：低
オンライン利用率：高

自治体のオンライン化率：高
オンライン利用率：高

自治体のオンライン化率：高
オンライン利用率：低

自治体のオンライン化率：低
オンライン利用率：低

横軸
オンライン化済

団体比率

11.地方税申告手続（eLTAX）
12.入札参加資格審査申請等

13.道路占用許可申請等
14.入札
15.産業廃棄物の処理、運搬の実績報告
16.感染症調査報告
17.港湾関係手続
18.食品営業関係の届出
19.特定化学物質取扱量届出
20.後援名義の申請
21.暴力団員による不当な行為の

防止等に関する責任者の選任届

主
に

住
民

向
け

手
続

主
に

事
業

者
向

け
手

続

手続
1. 図書館図書貸出予約等
2. 文化・スポーツ施設等の利用予約
3. 粗大ゴミ収集の申込
4. 水道使用開始届等
5. 研修・講習・各種イベント等の申込
6. 浄化槽使用開始報告等
7. 自動車税住所変更届
8. 職員採用試験申込
9. 犬の登録申請、死亡届
10.公文書開示請求

6000万件以上 3000万件以上

6000万件未満
1000万件以上
3000万件未満

10万件以上
100万件未満

主に住民の利用が
想定される手続

主に事業者の利用が
想定される手続

10万件未満

1

2

3

4

5

6 117

8

9

10

12

13

14

15 16

17

18

19

20

21

500万件以上

1000万件未満
100万件以上

500万件未満

地方自治体における手続のオンライン化・オンライン利用の現状

※ 数字は平成２１年度のもの

道路占用許可申請等の手続の
オンライン化を実施している
地方自治体は、９２団体
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マンション向け光屋内配線の設置形態

外壁

光
コ
ン
セ
ン
ト

Ｘ階（共用部）
＜廊下等＞

光端子盤

共用部
（ＭＤＦ室等）

引込線 屋内配線

利用者宅

回線終端
装置

ＬＡＮ
ｽｲｯﾁ

回線終端
装置

ＶＤＳＬ
集合装置

Ｘ階（共用部）
＜廊下等＞

利用者宅

Ｘ階（共用部）
＜廊下等＞

利用者宅

ＬＡＮモジュラ

電話モジュラ

外壁

外壁

パ
ッ
チ
パ
ネ
ル

メ
タ
ル
端
子
盤

光分岐装置

ONU

ルータ

ﾓﾃﾞﾑ

光配線
方式

ＬＡＮ
配線
方式

ＶＤＳＬ
方式

共用部
（ＭＤＦ室等）

共用部
（ＭＤＦ室等）

利用者設備

光回線

メタル回線

ＬＡＮケーブル

NTT東西のマン
ション向けFTTH

の約３％

ＮＴＴ東西の場
合ＬＡＮケーブ
ルは設置・所有
していない

約９７％

約１７％ (NTT東)
約１６％ (NTT西)

約８０％(NTT東)
約８４％(NTT西)

状況に変化なし

接続ルール
答申時(H21.10)

H23年3月末時点

光配線

方式

マンション共用部に光分岐装置・光端子盤を設置し、光ファイ

バ回線を用いて各利用者宅まで屋内配線を敷設する方式

ＬＡＮ配

線方式

マンション共用部にＬＡＮスイッチ・パッチパネルを設置し、ＬＡ

Ｎケーブルを用いて各利用者宅まで屋内配線を敷設する方式

ＶＤＳＬ

方式

マンション共用部にＶＤＳＬ装置・メタル端子盤を設置し、メタル

回線を用いて各利用者宅まで屋内配線を敷設する方式

ＮＴＴ東西のマンション向け
ＦＴＴＨサービスの内訳
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地中化エリアへの対応について（①加入光ファイバの部分的な開放に関するルール整備）

● 地中化による無電柱化等が進行している地域でＦＴＴＨサービスを展開
する場合には、管路内に光ファイバを敷設する必要がありますが、各戸・
ビルへの引込部の管路径が狭隘であり、なおかつ掘削制限の存在によ
り直ちに管路自体を敷設することもできないために競争事業者が追加的
に光ファイバを敷設できない事例が多く発生しています。

● ユーザの選択肢を確保する観点から、これらの地域でＮＴＴ東・西が敷
設した光ファイバについて、「電柱（クロージャー）～管路～各戸」の部分的
な開放についてのルールを早急に整備すべきです。【KDDI】

ＫＤＤＩ
局舎

ＮＴＴビル

き線点

ＮＴＴ

とう道 管路

ＫＤＤＩが敷設

クロージャ

ＮＴＴ光ファイバ
回線

ＫＤＤＩ光ファイバ回線

◎

新たな引き込み用
管路敷設は不可能

地中化されたエリア

引込部

引込部

引込部

管路

■ 都市部における「地中化による無電柱化」の進行に伴い、直ちに追加的な光ファイバを敷設できない状況が生じ、後発事業
者にとってユーザへのサービス提供が不可能となるケースが発生しているとの主張が競争事業者よりなされている。

■ 現状の接続ルールではＮＴＴ東西の加入光ファイバを「ＮＴＴ局舎～各戸」までひと続きで貸し出す旨規定していることから、
地中化された部分のみの利用を念頭に加入光ファイバの部分的な開放のためのルール整備が求められている。

● 当社光ファイバの電柱上からお客様宅までの区間だけを貸し出すこと
については、要望事業者からの具体的な要望を踏まえて接続条件や追
加費用等について検討していく考えですが、現時点で想定される課題と
しては、以下のような点があると考えます。

・柱上にPOI‐BOXを設置するほか、POI‐BOXと当社クロージャ内の引込

線接続端子の間をつなぐ必要があり、電柱の強度やスペースの不
足等により、提供できないケースがあること。

・引込線下部について、保守や設備管理が困難であること。

また、どういう方法によって実現するかによってかかる費用は変動する
ため、費用の程度については一概に申し上げられません。

【NTT東西】

光ファイバの部分的な開放についてルール整備をすべき 具体的な要望を踏まえて検討していくが、課題はある

他事業者

局舎

ＮＴＴビル

き線点

ＮＴＴ

とう道 管路

競争事業者が敷設

クロージャ

ＮＴＴメタル
回線

他事業者光ファイバ回線

◎

【参考：メタル回線のサブアンバンドル】
（接続ルール答申によりルール化）

【競争事業者からの要望】
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地中化エリアへの対応について（②集合住宅・電線共同溝に関する引込管への追い張り）

■ 後発事業者による集合住宅への光ファイバの引込みや電線共同溝からの引込みについては、引込管の所有者（集合住宅の

所有者、土地所有者等）や、先行して光ファイバを入線している事業者の承諾・了解が必要となるが、引込管の共用等の追い張

りに関するルール整備の必要性についての意見が示されている。

後発事業者による集合住宅への引込み、電線共同溝エリアでの引込み

● 集合住宅への引込みは、予備の空き管路がある場合は少なく、新規に管路敷設も困難な場合が多い。既に使用している管路であっても、光

ケーブルの同一管路への追い張りが可能であれば、入線を認めるように規定すべき。 【CATV連盟】

● 電線共同溝エリアにおいて、後発事業者による引込管・引込設備の共用についてのスキームを明確化すべき【CATV連盟】

提案募集における意見概要

電線共同溝

・ 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う２以上の者の電線を収

容するために道路管理者が道路の地下に設ける施設のこと。電気事業

者の電線の他、電気通信事業者の電線（光ファイバを含む）、CATV事業

者の放送線、道路管理者の行政用光ファイバ等が入溝する。

・ 電線共同溝の建設にあたっては、道路管理者は占用予定者から建設

負担金を徴収する。また、管理に当たっては、管理負担金を徴収し、電線

共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他等を行う。

既に光ファイバが入線している引込管において、
他の事業者が光ファイバの追い張りを行う場合に関する
ルール整備の必要性について

（図及び説明は国土交通省中国地方整備局による資料をもとに作成）
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電柱・管路ガイドラインにおける鉄塔等に関するルール

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン

（基本的な考え方）
第一条 このガイドラインは、電柱、管路、とう道、ずい道、鉄塔その他の認定電気通信事業の用に供する線路又は空
中線を設置するために使用することができる設備（行政財産であるものを除く。以下「設備」という。）の所有者
（所有権以外の権原に基づきその設備を使用する者があるときは、その者及び所有者。以下「設備保有者」とい
う。）が、認定電気通信事業者（以下「事業者」という。）に設備の一部を提供する場合において、設備保有者及
び事業者が遵守すべき標準的な取扱方法を取りまとめることにより、事業者による線路敷設等の円滑化を図り、超
高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバ網の整備等を推進し、もって利用者の利益、国民の利便の向上に
資することを目的とする。

２ 線路を設置するために使用することができる設備の設備保有者（第十四条第一項に規定する一束化設備保有者及
び第十五条に規定する支線保有者を除く。以下同じ。）には電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者その他の公
益事業者が、空中線を設置するために使用することができる設備の設備保有者には電気通信事業者がそれぞれ該当する
ものとする。

３ 鉄塔その他の空中線の設置を目的とする設備の提供には、当該設備に携帯電話の基地局の空中線を設置しようとする事
業者に提供する場合のみが該当するものとする。

４ （略）

ガイドラインにおいて鉄塔に適用される主なルールの概要

●貸与拒否事由
設備保有者は、事業者から設備の使用の申込みを受けたときは、原則として拒否しない（区間又は場所等に空き

がない場合、技術基準に適合しない場合等を除く。）
●貸与期間

原則として５年間
●貸与の対価

設備使用料の算定に当たっては、ガイドラインに掲げるいずれかによる方法その他公正妥当な方法により算定
●貸与申込手続等に関する標準実施要領の作成・公表

設備保有者は、このガイドラインに準拠した設備の使用に関する標準実施要領を作成し、設備の提供にガイドラ
インに掲げる事項を公表する
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ローミングに関する過去の審議会答申等

■ローミングとは、移動通信事業者（MNO※）が、他の移動通信事業者のネットワークを利用する形態の一方式。

■これまでに、情報通信審議会答申や、総務省の検討会において、以下のとおり考え方及び課題の整理が行われている。

※Mobile Network Operatorの略称。ここでは、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、当該サービスに係る無線局を自ら開設又は運用している者を指す。

１．ローミングの制度化について

(1)両当事者が合意している場合

・ 自らネットワーク構築して事業展開を図ることが原則ではあるが、（中略）ＭＮＯによる他ＭＮＯ網の利用は、許容されるべきもの。

(2)両当事者が合意していない場合

①設備競争・サービス競争促進の観点

・ ＭＮＯは自らネットワークを構築して事業展開を図ることを原則とする以上は、両当事者が合意していない場合にまで、積極的にその促進を図

るべきものとすることについては、慎重に判断することが必要である。

・ 例えば、過疎地域等（中略）での設備増強等のトラフィック対策を怠っている既存ＭＮＯが、同一市場の競合ＭＮＯが全国整備したネットワーク

を低廉な料金で利用してサービス提供を確保するような形態が認められると、（中略）設備競争促進の大きな阻害要因となる。このため、このよ

うな形態が接続協定方式で実現可能とならないように、当該形態を接続の拒否事由に該当すると整理することが適当である。

②公益的見地から必要とされる通信手段確保の観点

・ 緊急通報に限定したローミングについては、法令上緊急機関から発信者による呼び返しができる仕組みが必須であること、技術方式が異なる

事業者間ではローミングによる対応が困難であること等の課題があるが、他ＭＮＯから緊急通報に限定したローミングの要望を受けたＭＮＯは、

公益的見地からの重要性にかんがみ、その実現に向けて、これらの課題解決のための検討・協議を積極的に行うことが必要である。

H21.10.16 情報通信審議会答申（電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について）

○緊急時における事業者間のネットワーク共用・連携の在り方

・ 緊急時における携帯事業者間のローミングについては、被災者等の通信手段確保といった公益的見地からの有効性は否定されないが、他

方、その実現には課題があるとの意見もあることから、その在り方については、引き続き検討を行うことが必要である。

・ この際、緊急通報に限定したローミングについても、（中略）、法令上、緊急機関から発信者に呼び返しできる仕組み等が必須である等の課題

があることを踏まえ、検討を行うことが必要である。

H23.7.29 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会 中間とりまとめ
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Ⅳ．今後の市場環境の変化等を踏まえた

公正競争環境の検証の在り方等
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３－２） 特定関係事業者制度に係る禁止行為規制の運用状況に関

する検証

52

競争セーフガード制度の概要

■競争セーフガード制度は、ＩＰ化等が進展する中、公正競争確保を図る観点から、電気通信事業法及びＮＴＴ法に基づきこれまで講じられ

てきた競争セーフガード措置について、市場実態を的確に反映したものとするため、その有効性・適正性を定期的に検証する仕組み。

■２００７年度から毎年度検証を実施。パブコメの意見を踏まえて検証を行い、その結果に基づき、ＮＴＴ東西に対し必要な要請等を実施。

■ 「光の道」構想実現に向けて講じられたNTTの在り方を含めた競争ルールに関する措置について、今後の環境変化に適切に対応する

ためには、規制の遵守状況、市場の競争状況及び「光の道」構想に関する取組状況等を継続的に検証することが必要であり、その検

証の手段としての役割を果たすことが想定される。

検証項目 検証の具体的手順

１ 指定電気通信設備制度に関する検証

・検証は毎年度実施。

・検証の実施に際しては、総務省が別途実施している競争評価との

有機的連携を図る。また、必要に応じて、競争評価における市場

画定や評価結果などの活用を図る。

ア 指定要件に関する検証

イ 指定の対象に関する検証

ウ アンバンドル機能の対象に関する検証

（１） 第一種指定電気通信設備に関する検証

２ 日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証

（２） 第二種指定電気通信設備に関する検証

ア 指定要件に関する検証

イ 指定の対象に関する検証

（３） 禁止行為に関する検証

３－１） 指定電気通信設備に係る禁止行為に関する検証

ア 第二種指定電気通信設備に係る禁止行為規制の適用事業者

の指定要件に関する検証

イ 禁止行為規制の運用状況に関する検証

検証の対象となる各事項について事前に意見公募及び再意見
公募を行う。必要に応じて関係事業者等に説明等を求める。
検証にあたってはこれを踏まえる。

総務省は、検証結果の案について改めて意見公募を実施。

提出された意見等に対する総務省の考え方を付して、最終的な
検証結果を公表するとともに、情報通信行政・郵政行政審議会
へ報告。

ア 公正競争要件の遵守状況の検証

イ 公正競争要件の見直しの必要性についての検証
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競争評価の概要

■競争評価は、事前規制から事後規制に転換する中で、市場動向の変化を踏まえた的確な政策立案を行う観点から、２００３年度に開始。

■具体的には、「実施細目→情報収集→市場画定→競争状況の分析→評価結果（次頁参照）」という手順で、年度ごとに実施。

■分析・評価は、一定の領域を継続的に対象とする定点的評価と特定のテーマに焦点を当てる戦略的評価を実施。

■分析手法や評価結果は高度な専門性を必要とする内容となっていることから、外部有識者で構成される「競争評価アドバイザリーボード」
において、中立的かつ専門的な見地からの助言を得て実施。

■競争評価の評価結果は、政策立案の基礎データとして活用。

定点的評価

（固定電話、移動体通
信、インターネット接続、
法人向けサービス）

戦略的評価

（プラットフォーム、
事業者間取引）

定点的評価

（固定電話、移動体通
信、インターネット接
続、 法人向けサー
ビス）

戦略的評価

（バンドル型サービス、
ＦＭＣ）

第一期 第二期

インターネット接続

法人向けサービス

インターネット接続

移動体通信

固定電話

隣接市場との相互関
係

インターネット接続

移動体通信

法人向けサービス

マイグレーション分析

定点的評価

（固定電話、移動体通
信、インターネット接続、
法人向けサービス、
マイグレーション分析）

戦略的評価

（事業者間取引、
隣接市場間の相互関
係、ＭＮＰ）

２００３
定点的評価

（固定電話、移動体
通信、インターネット
接続、 法人向け
サービス）

戦略的評価

（消費者選考の変
化、これまでの競争
政策の経済効果の
定量分析）

２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０
定点的評価

（固定電話、移動体
通信、インターネット
接続、 法人向け
サービス）

戦略的評価

（携帯電話端末、ス
マートフォン、タブレッ
トＰＣの需要代替性
の調査）

これまでの取組

１．今後の定点的評価の在り方
（１）今後の定点的評価については、引き続き小売市場を対象とする。
（２）特にＦＴＴＨ市場については、従来の指標に加え、幅広い要素を勘案して行う。
（３）移動体通信領域については、対象市場の追加（データ通信）や、上位下位レイヤーの動向を補完的に勘案して行う。

２．今後の戦略的評価の在り方
○ 競争セーフガードとの連携強化

競争評価においては、競争評価と指定電気通信設備の範囲やＮＴＴグループに係る累次の公正競争要件の有効性・適切性について検証
する「競争セーフガード」制度との連携強化が課題となっている。今後は、競争セーフガード制度との連携をさらに強化し、競争評価の実効性
を高める観点から、競争セーフガード制度の検証の結果、措置・注視すべきとされた事項について必要に応じて、戦略的評価のテーマとして
分析・評価を行うことを新たな戦略評価の中に位置付ける。

今後の競争評価の在り方
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現行の非対称規制の枠組み

固定通信市場 移動通信市場

それ以外
の設備

第一種指定電気通信設備

指定電気通信役務の約款届出制
（ＦＴＴＨ、専用役務等）

禁止行為規制 特定関係事業者規制

接続約款
認可

アクセス回線と
一体的に設置する設備

アクセス回線
（シェア５０％超）

（メタル、光） （ＮＧＮ、ＰＳＴＮ等）
（マンション内
屋内配線等）

接続会計
の整理

網機能提供
計画の届出

原則
非規制

他事業者への設備の貸出に関する規制

小売サービスに関する規制

原則
非規制

原則
非規制

（ＡＤＳＬ等）

接続情報の目
的外利用・提
供の禁止

特定事業者の
不当な優先的
取扱い等の禁止

設備製造業者
等への不当な
規律・干渉の

禁止

役員の兼任
禁止

接続や業務受
託に関し、不
公平な取扱い

の禁止

それ以外
の設備

第二種指定電気通信設備

移動電気通信役務を
提供するために
設置する設備

アクセス回線
（当該アクセス回線に接続
する端末シェア２５％超）

原則非規制

他事業者への設備の貸出に関する規制

接続約款
届出

原則
非規制

（一部のｻｰﾊﾞ等）

禁止行為規制

接続情報の目
的外利用・提
供の禁止

特定事業者の
不当な優先的
取扱いの禁止等

設備製造業者
等への不当な
規律・干渉の

禁止

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

更に、「収益ベース」
のシェアが２５％を
超える場合に、個別
に指定された者に対

する規制

接
続
関
連
規
制

利
用
者
料
金
規
制

行
為
規
制

特定電気通信役務
のプライスキャップ規制

（メタル電話等）

接続会計
の整理
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